
各自治体からの回答

:目
 次

○さいたま市 ・ ・・口・・T・ ・・・・・・・B・ ・・・口・1

0川 越市 ・ ・・・・・・・・ロロ●■田■●■■●・・・・・5

0埼 玉県 (川国市 ・朝霞市 口和光市 F新座市) ・ ・・・・・・9

0東 京都 ,L・ ・・....・ ・・口ご・ロニ■o■ ■■●o14

0横 浜市 ・・・口・・・・ロニ.口`..・ ・日●`口 ●■日・38

0川 崎市 ・`・ 口・・・・・・・・・・・E口 「●●■・・・42

0相 模原市 口・・・・・・・・・・・・・・●■●●■・・・46

0神 奈川県 (藤沢市 ・茅ヶ崎市 n大和市)・ ・・・・・・・・50

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の 一覧表

市区町村名 (1)「乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無J

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無J

さいたま市 該当あり 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入 ください。

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

さいたま市 (1)に ついて、0歳 児室は 1人 当たり5.0ぷ 、 1歳 児室は 1人 当たり3.3甫 としている。

※ 上 乗せ基準について、(1)ん (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。



②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設置 主体の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株式会社が公

立保育所の業務委

託(指定管理者を含

む)を受けている数

(4)N P O力 公`立

保育所の業務委託

(指定管理者 を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

月1 )

さいたま市

(平成 24年 4月時点)
3 0 0

139

(うち公立62か 所、

私立77か 所)

さいたま市

(平成 25年 4月時点)
3 0 0

146

(うち公立61か 所、

私立85か 所)

※ 1 平 成24年 4月 時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2・ (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立○か所、私立0か 所)」

とご記入ください。

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。                    (

③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 口運営を担う事

業者の募集におい

て、応募資格として

株式会社等を排除し

ている例」

(2)「市有地を活

用した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「市立保育園

の管理 を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等 を排

除している例」

(4)「『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用」の有無

さいたま市 該当なし 未実施 未実施 該当なし 該当あり

※ 上記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なしJとご記入ください。上記 (1)～ (4)の例以外
については、(5)に ご記入ください:「該当あり」の場合は次頁の様式に当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場

合の具体的な運用の内容をご記入ください。



「

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容」

さいたま市

株式会社等による保育所整備については、法人の要件として、当該株式会社等が他の自治体において、

認可保育所の運営を2年以上行つており、かつ、優良な運営実績(監査指導において指摘がない ・指摘事

項に対して真摯に対応していること)を有していることを条件としている。

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示してご記入ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。

都県 ・政令市 ・中核市名 ( 川 越市    )

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の一覧表     :

市区町村名 (1)「 乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

川越市 該当あり 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あ咀 、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当ありJの 場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入くださLl.

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

川越市 乳児室の居室面積については、乳児一人につき5ぷ以上の基準を設けている。

(弾力的運用として3.3甫 以上)

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

‐5‐



②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の二覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設置 主体 の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株 式会社が公

立保育所の業務委

託 (指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育 所の業務委託

(指定管理者 を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

男1 )

川越市 0 0 0 0 38(40)園 (うち

公立 20か所、私立

18(20)か 所)

※ 1 平 成24年 4月 時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立○か所、私立○か所)」

とご記入くださいし

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。                    :

③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。上記 (1)～ (4)の 例以外

については、(5)に ご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様式に当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場

合の具体的な運用の内容をご記入ください。

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 ・運営を担う事

業者 の募集 にお い

て、応募資格として

株式会社等を排除し

ている例」

(2)「 市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「 市立保育園

の管理 を行う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「 『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用」の有無

川越市 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり 該当あり



③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

川越市 (4)川 越市は株式会社からの保育所認可の相談は少なく、現在社会福祉法人のみを補助金対象とする要

綱について改正に至うていない。

(5)社 会福祉法人が設置及び経営する保育所に対し、補助金を交付している。

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示してご記入ください。(1`)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。

都県 ・政令市 ・中核市名 ( 埼玉県

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の一覧表

市区町村名 (1)「乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

川国市 該当あリ 該当なし

朝霞市 該当あり 該当あり

新座市 該当あり 該当なし

和光市 該当あリ 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入ください。



①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

川国市 (1)0歳 児→3.3甫   1歳 児→3.3ぷ

朝霞市 (1)0歳 児→ 5.0耐   1歳 児→ 3.3耐

(2) 0歳 児→ 5.0〆

新座市 (1)0歳 児→ 3.3耐   1歳 児→ 3.3甫

和光市 (1)0歳 児→3.3耐   1歳 児→ 3.3ぷ

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

②株式会社及びNPO法 人 (以下 『株式会社等」という。)の認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の一覧表

市区町村

名

(1)株 式会

社が設置主体

の認可保育所

数

( 2 ) N P O

が設置主体

の認可保育

所数

(3)株 式会社が

公立保育所の業

務委託 (指定管理

者を含む)を 受け

ている数

(4)NPOが

公立保育所の業

務委託 (指定管

理者を含む)を

受けている数

(5)認 可保育所の総数 (公私立の別)

川口市 13か 所 0か 所 3か 所 0か 所
70か 所 (うち公立41か所、私立29か所)

171か 所 (うち公立41か所、私立30か所)〕

朝霞市 0 0 2 0 22か 所 (うち公立 11か所、私立 11か所)

新座市 0 0 0 0

26か 所 (うち公立7か所、私立19か所)

127か 所 (うち公立7か所、私立20か所)l

和光市 0 0 14か 所(うち公立 6か 所、私立 8か 所)

※ 1 平 成24年 4月 時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立0か 所、私立○か所)J

とご記入ください。    ~                               .

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。



③株式会律等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 ・運営を担う事

業者の募集におい

て、応募資格として

株式会社等を排除し

ている例」

(2)「市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「市立保育園

の管理を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入 を阻害する

運用」の有無

川国市
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

朝霞市
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり

新座市
該当な し 該当な し 該当なし 該当なし 該当な し

和光市
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」ヽ 該当しない場合は 「該当な_し」とご記入 ください。上記 (1)～ (4)の 例以外

については、(5)に ご記入ください。「該当あり」の場合は次亘の様式に当該運用産行⊇【Llる理由=【Q】 :その他の場

合の具体的な運用の内容をご記入く上さい。               ,

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行っている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

朝霞市 (5)保 育所の設立は社会福祉法人に限定している。保育事業は、事業の長期継続性が必要と判断してい

るため.       |

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)γ (5)を 明示してご記入ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。



都県 口政令市 口中核市名 ( 東 京都 )

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の一覧表

市区町村名 (1)『 手L児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」        ,

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

中央区

該当あり        ‐

※ 都 の条例基準では、0・ 1歳児について、

乳児室又はほふく室の面積を3.3甫 以上としている。

※ 区 市町村により、都の条例基準に上乗せして

基準を定めているところがある (別頁で記載)。

該当あり

港区 該当あり

新宿区 該当あり

文京区 該当あり

台東区 該当あり

墨田区 該当なし

江東区 該当あり

品川区 該当あり

目黒区 該当あり

大田区 該当あり

世田谷区 該当あり

渋谷区 該当あり

中野区 該当あり

杉並区 該当あリ

豊島区 該当なし

板橋区 該当あリ

※ 都 の条例基準では、O・ 1歳児について、

該当あり

練馬区 該当あり

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容圭ご記入ください。

足立区 乳児室又はほふく室の面積を3.3ぶ 熟上としている。

区市町村により、都の条例基準に上乗せして

基準を定めているところがある (別頁で記載).

該当あり

葛飾区 該当あり

江戸川区 該当あり

八王子市 該当あリ

立川市 該当あリ

武蔵野市 該当あり

三鷹市 該当あり

府中市 該当あり

調布市 該当あり

町田市 該当あり

小金井市 該当あリ

小平市 該当あり

日野市 該当あり

東村山市 該当なし

狛江市 該当あり

東大和市 該当あり

清瀬市 該当あり

東久留米市 該当あり

多摩市 該当あり

西東京市 該当あり



市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

中央区 (1)・ (2) 【公立】0歳 :6耐 、1歳 :3.5ぷ

【私立】都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳 :5:1

港 区 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5市 、1歳

【私立】都条例基準 (3.

:都条例基準

3甫 )

(3. 3 nf)

(3) 【公立】 1歳 :5:1

新宿区 (1),(2) 【公立】0歳 :5ぶ 、 1歳

【私立】0歳 :5ぷ 、1歳

都条例基準 (3.3ぷ )

都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

5

5

文京区 (1)・ (2) 【公立】都条例基準 (3.3耐 )

【私立】都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】 1歳 :5:1

台東区 (1)・ (2) 【公立】都条例基準

【私立】都条例基準

(3. 3耐 )

3ぶ )(3.

(3) 【公立】 1歳 :5:1

墨田区 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3r)

都条例基準 (3.3r)

(3)

江東区 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5ぶ 、1歳

【私立】0歳 :5ぷ 、1歳

都条例基準 (3.3耐 )

都条例基準 (3.3ぷ )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

5 1

5 1

品川区 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3請 )

都条例基準 (3.3ぼ )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

５

５

目黒区 (1)・ (2) 【公立】
｀
0歳 :5耐 、

【私立】都条例基準

1歳 :都条例基準

3耐 )

(3. 3耐 )

(3.

(3) 【公立】 1歳

【私立】1歳

５

５

1

1

大田区 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3ボ )

都条例基準 (3.3ぶ )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

５

５

1

1

世田谷区 (1)・ (2) 【公立】0歳

【私立】0歳

5ぷ 、 1歳

5ぷ 、 1歳

都条例基準

都条例基準

３

３

3r)

3耐 )

(3) 【公立】1歳

【私立】 1歳

5 1

5 1

渋谷区 (2) 【公立】0歳 :5ぶ 、1歳

【私立】0歳 :5請 、1歳

都条例基準 (3.3耐 )

都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】 1歳 :5:1



申野区 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5ぷ 、1歳 :都条例基準 (3. 3ボ )

【私立】0歳 :5ぶ 、1歳 :都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

5

5

杉並区 (2) 【公立】0歳

【私立】0歳

5 。 5市 、 1歳

5ぷ 、 1歳

都条例基準 (3.3ぷ )

都条例基準 (3.3ぷ )5 .

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

1

1

豊島区 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5ぶ 、1歳

【私立】o歳 :5ぶ 、 1歳

都条例基準 (3.3甫 )

都条例基準 (3.3ボ )

(3)

板橋区 (1)=(2) 【公立】o歳 :5面 、 1歳

【私立】0歳 :5面 、1歳

都条例基準 (3.3ぶ )

都条例基準 (3.3ぷ )

(3) 【公立】 1歳

【私立】
‐
1歳

５

５

練馬区 (2) 【公立】o歳 :5ボ 、1歳

【私立】都条例基準 (3.

:都条例基準

3耐 )

(3. 3ぶ )

(3) 【公立】o歳 (8か月未満)

【私立】1歳 :5:1

2 1歳 5 1

足立区 (1)・ (2) 【公立】都条例基準 (3.3消 )

【私立】都条例基準 (313ぷ )
(3) 【公立】1歳

【私立】1歳
｀

５

５

葛飾区 (1)・ (2) 【公立】都条例基準 (3.3ぷ )

【私立】都条例基準 (3.3面 )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

江戸川区 (1)二 (2) 【公立】都条例基準 (3.3ぷ )

【私立】都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

八王子市 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5ぷ 、 1歳 :都条例基準 (3.3耐 )

【私立】都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳 :5:1、 4・ 5歳 :27:1
立川市 (1)・ (2) 【公立】o歳 :5市 、 1歳

【私立】o歳 :5r、 1歳

都条例基準 (3.3r)

都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳 :5:1、 i3歳 :18:1、 4歳 :24:1、 5歳 :26:1

【私立】1歳 :5:1、 3歳 :18:1、 4歳 :24:1、 5歳 :26:1
武蔵野市 (1)・ (2) 【公立】都条例基準 (3.3耐 )

【私立】都条例基準 (3.3ぷ )
(3) 【公立】 1歳 :5 :コ 、3歳 : 1 5 : 1、 4歳 : 2 8 : 1

【私立】 1歳 :5 : 1、 3歳 : 1 5 : 1、 4歳 : 2 8 : 1
三鷹市 (1)・ (2) 【公立】o歳 :5ぷ 、1歳

【私立】o歳 :5耐 11歳

都条例基準 (3.3雨 )

都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳 15

【私立】1歳 :5

1

1

4・ 5歳 : 2 5

4・ 5歳 : 2 5

1

1



府中市 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5ぷ 、1歳

【私立】0歳 :5r、 1歳

都条例基準 (3.3ボ )

都条例基準 (3.3ぶ )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

５

５

1

1

調布市 (2) 【公立】都条例基準 (3.3ぷ )

【私立】都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

1、 4・ 5歳 :

1

2 5

町田市 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5甫 、

【私立】0歳 :5ぷ 、

歳

歳

都条例基準 (3.3耐 )

都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】1歳

【私立】 1歳

5

5

小金井市 (2) 【公立】0歳 :5ぷ 、1歳 :5ボ

【私立】都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳 :5:1

小平市 (1)・ (2) 【公立】0歳

【私立】0歳

5ぷ、 1歳

5甫、1歳

都条例基準 (3.3耐 )

都条例基準 (3.3ぶ )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

1

1

日野市 (1)・ (2) 【公立】都条例基準 (3.

【私立】0歳 :5ぷ 、 1歳

3ぷ )

:都条例基準 (3. 3耐 )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

5

5

東村山市 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3ボ )

都条例基準 (3.3耐 )

(3)

狛江市 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3雨 )

都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】 1歳 :5:1

東大和市 (2) 【公立】0歳 :5r、 1歳

【私立】0歳 :5r、 1歳

都条例基準 (3.3ぷ )

都条例基準 (3.3ポ )

(3) 【公立】 1歳

【私立】 1歳

５

５

1

1

清瀬市 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5r、

【私立】都条例基準

1 歳 :都条例基準

3ぷ )

(3.3ぷ )

(3.

(3) 【公立】 1歳 :5:1

東久留米市 (1)・ (2) 【公立】

【私立】

都条例基準 (3.3ボ )

都条例基準 (3.3ボ )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

５

５

1

1

4 5歳 2 4

多摩市 (2) 【公立】0歳

【私立】0歳

5ぷ、 1歳

5ぶ 、 1歳

都条例基準 (3.3請 )

都条例基準 (3.3r)

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

5

5



西東京市 (1)・ (2) 【公立】0歳 :5耐 、1歳

【私立】0歳 :5耐 、1歳

都条例基準 (3.3請 )

都条例基準 (3.3耐 )

(3) 【公立】1歳

【私立】1歳

5

5

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という:)の 認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設置主体の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株式会社が公

立保育所の業務委

託(指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育所の業務委託

(指定管理者を含

む)を 受けている数

( 5 )認 可保育所

の総数 (公私立の

月1 )

中央区

4(5) 0

2 (3)

※増加分の 1か所

は保育所型こども

園 (公設民営)

0

20(う ち公立 1

4カ 所、私立 6カ

所)

(22(う ち公立

15カ 所、私立 7

カ所))

港 区

5 (6) 0 0(2) 0

24(うち公立 16か

所、私立8か 所)

(27(うち公立 18

か所 、私 立 9か

所))

新宿区 38(公 立保育園

19、 私立保育園

14、 公立子 ども

園 5)



文京区

(4)

29(う ち公立 2

0か 所、私立 9か

所)

(31(う ち公立

20か 所、私立 1

1か所))

※分園除く

台東区
1 (2) 0 0

22(う ち公立 13

カ所、私立9カ所)

墨田区

0 0 0 0

4 3  (公 立 2~ 7、

私立 16)

(44(公 立 27、

私立 17))

江東区

6

(民設民営)

1

(民設民営)
0 0

77(公 設公営 33、

公設民営 11、民設

民営 33(こ ども園

1含 む))

品川区

7 (11) 0 0

67(う ち公立 4

3か 所、私立 24

か所)

目黒区

3(4) 0 0 0

3 0 (う ち公立 2

2カ)所、私立 8か

所)

(31(う ち公立

22か 所、私立 9

か所))

大田区

5 0 (1) 7 0

88(う ち公立 5

4か 所、私立 34

か所)

(91(う ち公立

52か F~f、 私立 3

9か 所))

世田谷区 109(う ち公立 50

ヵ所、私立 59ヵ

所)

(115(う ち公立

50ヵ 所、私立 65

カ所))) .

(分園含む)

渋谷区

2 0 0 0

32か所 (うち公立

22か 所、私立 10

か所)

(34か所 (うち公

立 21か 所、私立

13か所))

中野区

0 0
2

別に分園 1
0

36(う ち公立 2

3か 所 (22か

所)、私立 13か 所

(14か 所))
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杉並区

(2) 0 1 0

5 6 (う ち公立1 4 4

か所、私立 12か

所)

(57(う ち公立

44か 所、私立 13

か所))

豊島区

0 0 0 0

3 3 (う ち公立 2

4か 所、1隆立 9か

所) ′

板橋区

4 0 0

94(う ち公立 43

か所、私立 51か

所)

(95(う ち公立

43か 所、私立 52

か所))_

練馬区

私立 14(私 立 17) 私 1 公立 2 公立 1(公 立 2)

96(公立 60、私立

36)

(101(公 立 60、

私立 41(内 分園 3

所含む)))

足立区
3 (5)

※ 3→ 5  + 2の

うち1は分園

0 0 0

88(公 立 51、私立

37)

(90(公立 50、私

立 40))

葛飾区

0 (1) 0 1 0

78か所 (うち公立

44か 所、私立 34

か所)    ・

(79か所 (うち公

立 43か 所、私立

36か所))

江戸川区

3 0 0 0

85(う ち公立 42

(4 1 )か所、私立

43(44)か 所)

八王子市 86(うち公立 16か

所、私立 70か所)

(89(うち公立 16

か所、私立 73か

所))

立川市
0 0 0 0

29(う ち公立 10、

私立 19)

武蔵野市

1(0)

15(う ち公立 7か

所、私立 8か 所)

(公立 4か 所、私

立 11か所)

三鷹市
2園 1 園 4園 0園

31園 (うち公立 19

園、私立 12園)

府中市

3 2 0 0

41(うち公立 16か

所、私立
・
25か所)



調布市

5 (7) 0 1 0

33(う ち公立 1
2か 所、私立 21

か所)

(37(う ち公立
12か 所、私立 2
5か所) )

町田市

0 3 0 0

60(う ち公立 7

か所、私立 53か

所)

(63(う ち公立
7か 所、 1仏立 56

か所))

小金井市
0 0

13(う ち公立5
か所、私立8か所)

小平市

0 0 0

19(う ち公立 10、

私立 9)

(22(う ち公立
10、 私立 12)

日野市 31(公立 12私 立
19)

東村山市 17(う ち公立 7か

所、私立 10か 所)
(19(う ち公立 7

か所、私立 12か所
※12か所のうち幼

保連携型認定こど
も園 1か 所 を含
む))

狛江市
0 0 0 0

11(う ち公立 6か

所、私立5か 所)
東大和市 15(うち公立 1か

所、私立 14か所)
清瀬市 14(う ち公立 8か

所、私立6か 所)

東久留米市

0 0 0

17(う ち公立 1

0か 所、私立 7か

所)

多摩市
0 0 0 0

20(公 立 2、 私

立 18)

西東京市

1 (3) 0 0 0

25(公 立 17カ

所、私立8カ 所)

(27(公 立 17カ

所、私立 10カ所))

※ 1                     を ご記入ください。該当がない場合は 「b」 とご記入ください。
※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立○か所、私立○か所)」

とご記入ください。

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月時点での数を付してください。



③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)  .

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 3運営を担 う事

業者 の募集 に おい

て、応募資格として

株式会社等を排除 し

ている例」

(2)「 市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

においてt応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「市立保育園

の管理を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除 している例」

(4)「 『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入 を阻害する

運用」の有無

中央区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

港区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

新宿区 該当な し 該当なし 該当な し 該当なし 該当なし

文京区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

台東区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

墨田区 該当あり 該当あり 該当あリ 該当なし 該当なし

江東区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当な し

品川区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

目黒区 該当なし 該当あり 該当あり 該当なし 該当なし

大田区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

世田谷区 該当あり 該当あり 該当なし 該当なし 該当なし

渋谷区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

中野区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

杉並区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

豊島区 該当なし 該当あり 該当なし 該当なし 該当なし

板橋区 該当なし 該当あり 該当なし 該当なし 該当あり

練馬区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

足立区 該当あり 該当なし

(募集の例なし)

該当なし 該当なし 該当なし

葛飾区 該当あり 該当あり 該当なし 該当あり 該当なし

江戸川区 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

八王子市 該当あり 該当なし

(事業を実施して

いない)

該当あり 該当あり 該当なし

立川市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり

武蔵野市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

三鷹市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

府中市 該当なし 該当あり 該当なし 該当なし 該当なし

調布市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

町田市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当な し

小金井市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

小平市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あリ

日野市 該当あり 該当あり 該当あり 該当あり 該当あり

東村山市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

狛江市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり

東大和市 該当なし 該当あリ 該当なし 該当なし 該当なし
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清瀬市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

東久留米市 該当なし 該当なし 該当あり 該当あり 該当なし

多摩市 該当あり 該当なし

(募集実績なし)

該当なし

(募集実績なし)

該当なし 該当なし

西東京市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。上記 (1)～ (4)の 例以外
については、(5)に ご記入ください。「該当ありJの 場合は次亘Ω様式に当該運用奎行つている理由、(5)そ の他の場
合の具体的な運用の内容をご記入ください。

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

中央区

港 区

新宿区

文京区

台東区

墨田区 (1)応 募資格を社会福祉法人、財団法人に限定。保育園を安定的に運営するためには、社会福祉法人等

が妥当であるため。

(2)応 募資格を社会福祉法人、財団法人に限定。保育園を安定的に運営するためには、社会福祉法人等

が妥当であるため.       :

(3)応 募資格を社会福祉法人t財 団法人に限定。保育園を安定的に運営するためには、社会福祉法人等

が妥当であるためも

江東区

品川区

目黒区 (2)区 有地の無償貸付により、法人を誘致するため。適用する補助制度 (『安心こども基金』の保育所

緊急整備に、株式会社が含まれていないため。

(3)区 立園を指定管理者による公設民営で運営する場合、営利を目的として設立された株式会社では、

保護者の理解が得られないため。

大田区



世田谷区 (1)(2)
平成 12年 に国の規制が緩和され、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されていた認可保育園の運営

主体が株式会社、学校法人、NPO等 にも認められるようになつたが、社会福祉法人以外の運営主体につい

ては、新たな発想による保育内容の提供や事業運営にかかる経費の削減等が期待されるものの、施設整備
や事業運営に関する補助金の制限 (安心こども基金、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金)が

あること等を踏まえ、保育サー ビスの質の確保等の観点から、株式会社等の参入については1慎 重に考え
てきた。

そのため、現時点では、認可保育園の新設には、多くの社会福祉法人等の協力があることか ら、認可保
育園の運営主体は、国及び東京都の補助対象である 「社会福祉法人」、「日本赤十字社」及び 「民法第 34

条に規定する公益法人 (財団法人及び社団法人)」とし、さらに認可保育園としての実績がある事業者と
している。          1

なお、認可保育園整備の公募には、実績と熱意のある多くの社会福祉法人が応募 し、計画の達成ができ

ていることから、こうした取り扱いにより、区が計画する認可保育園の整備が遅れたことの事実関係は一

切ない。                 1

※ (2)

「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」においては、会社法第 2条 第 1号 に規定する会社に応

募資格を付与 している。

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区 (2)特 別養護老人ホームと認可保育所の事業者を同時に公募した際、特別養護老人ホームの事業者が、

制度上、社会福祉法人に限られていることから、保育所についても応募対象を社会福祉法人とした。

板橋区 (2)保 育園誘致の協力を得ること及び継続的な保育運営のために、土地貸付料を一定程度軽減する必要

がある。土地貸付料の軽減の条件として運営事業者は社会福祉法人等である必要がある。

(5)都 有地を活用する認可保育所の整備の場合、土地の貸付条件として事業主体が社会福祉法人である

必要がある。

練馬区

足立区 (1)「足立区社会福祉法人の助成に関する条例」に基づき、区立保育園を完全民営化する場合には、建

物 口工作物を受託した社会法人に無償譲渡している。社会福祉法人が認可事業を廃止した場合でも、財産

は個人に帰属せず区が引き継ぐ等、事業の継続性が担保できるため、完全民営化する場合には社会福祉法

人のみを運営事業者の対象としている。

葛飾区 (1)社 会福祉法人が整備 ・運営することで

(2)社 会福祉法人が整備 ・運営することで

(3)社 会福祉法人が整備 口運営することで

事業の安定性や保育の質等に対して期待ができるため.

事業の安定性や保育の質等に対して期待ができるため。

事業の安定性や保育の質等に対して期待ができるため。

江戸川区

八王子市 (1)八 王子市内に本部を置いている社会福祉法人が66法 人あり、うち22法 人が保育事業を営んでい

るため、株式会社等の参入が必要ない。また、保育所運営の、安定性から、社会福祉法人による運営が適

正と考えているため。

(3)八 王子市内に本部を置いている社会福祉法人が66法 人あり、うち22法 人が保育事業を営んでい

るため、株式会社等の参入が必要ない。また、保育所運営の、安定性から、社会福祉法人による運営が適

正と考えているため.

(4)(1)で 株式会社を排除しているため.

立川市 (5)公 立保育園の民営化にあたり、経営の安定性や継続性等を考慮し、事業者公募要領の中で事業者の

応募資格の条件として東京都内で認可保育所を安定的に運営している社会福祉法人であることとした。

武蔵野市



「
~

三鷹市

府中市 (2)福 祉事業を目的とした市有地の貸与対象を 「社会福祉法人」及び 「NPO法 人」に限定しているため。

調布市

町田市

小金井市

小平市 (5)公 立保育園の初の民営化 (移管 ・民設民営化)を 行うに当たり、運営事業者を公募した際、小平市

内で保育園運営に良好な実績がある社会福祉法人を公募の対象とした。

理由として、市有地の無償貸付を前提とし、民営化園として公立保育園における保育事業との一定の継続

性の確保等、市の関与のもと、保育園の運営に対してさまざまな条件が付されること、また市内に既設 (私

立)保 育園がある場合、保護者が身近に国の運営状況を確認でき、安心感を得られることなどを考慮し、

公募条件を設定したもの。(※民営化に関するガイドラインを策定した時点では、市内の既設私立保育園

は社会福祉法人運営園のみ。)        「

日野市 (1)市 内の社会福祉法人としている。

(2)市 内の社会福祉法人としてし,る`。

(3)市 内の社会福祉法人としている。

(4)市 内の社会福祉法人としている。

(5)市 内の社会福祉法人としている。

東村山市

狛江市 (5)狛 江市民間保育所運営費支弁凛び市費補助金交付要綱において、社会福祉法人以外への補助金交付

が想定されていないため。

東大和市 (2)長 年に渡 り保育園を設置運営 し、地域に根ざした保育を実施 していくことが困難と考えているため。

清瀬市

東久留米市 (3)民 営化に伴う公募の際|よ、保護者感情に配慮し、保育所経営経験のある社会福祉法人に限つている。

(4)た だし、協議の結果によるもの。要綱等の定めはない。

多摩市 (1)保 護者の信頼と子どもにとつて安定した保育環境が確保できるようにするため、市の保育計画にお

いて、「新規整備の場合の設置事業者は市内で認可保育所の運営実績がある社会福祉法人を基本とします」

と定めている。

西東京市

※1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示してご記入ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。



都県 ・政令市 ・中核市名 (      横 浜市

①いわゆる「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の一覧表

市区町村名 (1)「乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほら、く室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

横浜市 該当あり 該当なし 該当あり

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なコ とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入ください。

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

横浜市 (1)乳 児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児 1人 につき3.3平 方メー トル以上とすること。

横浜市 (3)条 例では省令と同様の基準としていますが、予算上は、本市単独助成で「1歳児4:1、 2歳児5:

1、 3歳児 15:1、 4歳 以上児 24:1」 として、比率の上乗せを行つています。

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

(1)～ (3)に 複数該当する

②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設置主体 の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株式会社が公

立保育所の業務委

託 (指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育所の業務委託

(指定管理者 を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

別)

横浜市 152か所

(うち有限会社

10かF~ r )

1 7か所 0か 所 0か 所 580かF~f

(うち公立90か所、

私立490か所)

※ 1 平 成24年 4月時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きでt「(うち公立0か 所、私立○か所)」

とご記入ください。

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)i～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月時点での数を付してください。



③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 ・運営を担う事

業者の募集におい

て、応募資格として

株式会社等を排除し

ている例」

(2)「市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除 している例」

(3)「市立保育園

の管理 を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「 『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

( 5 )そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用」の有無

横浜市 該当なし 該当あり 該当なし

(募集していない)

該当なし 該当あり

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。上記 (1)～ (4)の 例以外

については、(5)に ご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様式に当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場

合の具体的な運用の内容をご記入ください。         、

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行うている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

横浜市 (2)市 有地を活用した保育所整備事業では、応募資格を社会福祉法人等に限定しています。これは、当

該事業者に対して建設費の補助をすることから、株式会社等に補助金を交付することは民間企業の資

産形成にあたることから、事業の対象から除いているものです。

(5)市 立保育所の民間移管にあたつては、普通財産 (市有地)を 無償で貸付し、建物を有償で譲渡して

います。『財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例』第4条 により、普通財産 (市有地)の 貸付は

「国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用、公共用または公益事業の用

に供するとき」においては無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができることとなつてい

ます。                 `

上記の理由から、移管先法人の募集を行う際は 「応募の時点で1年以上の認可保育所運営実績のあ

る社会福祉法人、公益財団法人または公益社団法人」であることを条件としています。

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示してご記入ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。



都県 ・政令市 ,中核市名 (  川  崎  市       )

市区町村名 (1)「 乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

川崎市 該当あり 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当ありJ、該当しない場合は 「該当なし上とご記入 ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入 ください。

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

川崎市 (1)保 育所 (手L児又は満2歳 に満たない幼児を入所させるものに限る。)の設備の基準について、 手L

児室又はほふく室を設けることしt 乳 児室の面積についても、ほふく室の面積と同様に、乳児又は満2

歳に満たない幼児1人につき、3.o平方メニ トル以上とすること。

※ 上乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。      i

～ (3)に 複数該当する

「こ5凛栗理≡理蔓可≡百三百顧再て可≡可∃言≡≡天F顧而己F〒「可爾百こ百百勇軍層百軍EF=IFFマ百了了ア
…
35葺ヨ雇F軍ヨ票事肩芹了てマ5厖募了戻可天下亮F百麗涌再ヨ可夏Π覇罹萎薬再要死了吾再扇ヨ「¬E「=再冒罫票≡T~~1

市区町村名 (1)株 式会社が

設置主体の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株式会社が公

立保育所の業務委

託(指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育所の業務委託

(指定管理者を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

別)

川崎市 56か 所

(66か所)

4か 所 4か 所 0か 所 203か 所

(うち公立 78か

所、私立 125か所)

【平成 25年度】

221か所

(うち公立 72か

所、私立 149か所)

※ 1 平 成24年 4月 時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただきtその後ろに括弧書きで、「(うち公立○か所、私立0か 所)」

とご記入ください。

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5) に`ついて数の増減がある場合は平成24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。



③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の一覧表 (参入阻害の運用が認められる
場合には、その,理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 口運営を担う事

業者の募集 におい

て、応募資格として

株式会社等を排除 し

ている例」

(2)「市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「市立保育園

の管理を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「 『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用」の有無

川崎市 該当なし 該当あり 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」t該 当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。上記 (1)ん (4)の 例以外
については、(5)に ご記入ください。「該当あり」の場合は次亘の様式に当該運用上行つている理由、(5)そ の他の場
合の具体的な運用の内容をご記入ください。

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

川崎市 (2)株 式会社に施設整備の補助が適用できないため

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)γ (5)を 明示してご記入 ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。



都県 ・政令市 ・中核市名 ( 相 模原市
')

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の 一覧表

市区町村名
(1)「 乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「 児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

相模原市 該当あり 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入ください。

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

相模原市 (1)乳 児又は満2歳 に満たない幼児 1人 につき3.3平 方メー トル以上

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名

(1)株 式会社が

設置主体の認可

保育所数

(2)N P Oが 設置

主体の認可保育所数

(3)株 式会社が公

立保育所の業務委

託(指定管理者を含

む)を受けている数

(4)N P Oが 公立

保育所の 業務委託

(指定管理者 を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

別)

相模原市 0 0 0 0

8 2か 所 (うち公

立 2. 5か所、私立

57か 所)

※1 平 成24年 4月時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」はt総数をご記入ぃただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立0か所、私立0か 所)」

とご記入ください。             ｀

※3 平 成24年 4月以後平成25年 4月までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月時点での数を付してください。



③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の 一覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)                  ′

市区町村名

(1)「認可保育所の

整備 ・運営を担う事

業者の募集におい

て、応募資格として

株式会社等を排除し

ている例」

(2)「市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において:応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「 市立保育園

の管理 を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用」の有無

相模原市 該当あり 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。上記 (1)～ (4)の 例以外

については、(5)に ご記入 ください。「該当あり」の場合は次頁の様式に当該運用を行っている理由、(5)そ の他の場

合の具体的な運用の内容をご記入ください。

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

相模原市 (1)事 業運営の安定性や継続性の観点から、社会福祉法人を優先 して公募している。

※保育所運営法人の公募にあたつては、当初は、社会福祉法人に限つて行うが、応募数が必要数に達しな

い場合には、社会福祉法人以外の法人にも公募の枠を広げることとしている。

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示してご記入ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。          _



都県 ・政令市 口中核市名 (  神 奈川県  )

いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の 一覧表

市区町村名 (1)「手し児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふく室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

藤沢市 該当なし 該当なし 該当あり

茅ヶ崎市, 該当なし 該当なし 該当なし

大和市 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入ください:

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

藤沢市 1歳児の配置基準を1:5と している。

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示してご記入ください。(1)～ (3)に 複数該当する

場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の 認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設置主体の認可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株 式会社が公

立保育所の業務委

託(指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育所の業務委託

(指定管理者を含

む)を 受けている数

( 5 )認 可保育所

の総数 (公私立の

男1 )

藤沢市 0 0 0

39(うち公立 16か

所、私立 23か所)

(41(うち公立16か

所、私立 25か所))

茅ケ崎市 0 0 0

2 4 (うち/ A N立7か

所、私立 17か所)

(26(うち公立7か

所、私立 19か所))

大和市 2 0 0

18(う ち公立 6か

所、私立 12か所)

(18(うち公立5か

所、私立13か所))

※ 1 王 成24年 ■旦時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください。該当がない場合は 「0」 とご記入ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立0か 所、私立○か所)」

とご記入ください:

※3 平 成24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。

・51‐



③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下言ごの事項を含む。)の ァ覧表 (参入阻害の運用が認められる

場合には、その理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 ・運営を担う事

業者 の募集 におい

て、応募資格として

株式会社等を排除 し

ている例」

(2)「 市有地を活

用 した保育所を運

営する法人の募集

において、応募資格

として株式会社等

を排除している例」

(3)「 市立保育園

の管理を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格 とし

て株式会社等 を排

除している例」

(4)「『安心こども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い例」

(5)そ の他の

「株式会社等の

参入を阻害する

運用Jの 有無

藤沢市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり

茅ヶ崎市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当あり

大和市 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とギ記入 ください。上記 (1)～ (4)の 例以外

については、(5)に ご記入くださいざF該当あり」の場合は次頁の様式に当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場

合の具体的な運用の内容をご記入ください。

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

藤沢市 市内民間保育所で組織する園長会は「社会福祉法人立保育所園長会」とされ、株式会社等は参加できない。

茅ヶ崎市 市内民間保育所で組織する園長会は「社会福祉法人立保育所園長会」とされ、株式会社等は参加できない。

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は1該 当する (1)～ (5)、を明示してご記入ください。

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入<だ さい。

(1)～ (5)に 複数該当



事 務 連 絡

平成 25年 4月 3日

埼 玉  県

東 京 都

神 奈 川 県

さいたま市

横 浜 市

川 崎  市

相 模 原 市

川 越  市

児童福祉主管課保育担当者
`殿

厚生労働省雇用均等 ・児童家庭局保育課

規制改革会議からの資料の請求について (依頼)

日頃より、保育施策の推進にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。

平成 25年 4月 1日 に開催された第 6回 規制改革会議において、別紙のとお

り、規制改革会議より資料の請求の依頼がありました。         1

つきましては、下記留意事項を踏まえ、別紙の 「厚生労働省に対する請求資

料一覧」記載の事項について、別添 1の 様式にご記入の上、4月 12日 (金)

までに以下担当者連絡先のメールア ドレスに、電子メールにてご提出いただき

ますようお願いいたします。

大変ご多忙のところ申し訳ありませんが、御協力の程よろしくお願いいた.し

ます。

記

1.資 料の提出をお願いするのは、平成 24年 4月 (1日時点で待機児童が 50

人以上存在する埼玉県t東 京都及び神奈川県の各市区町村についてです。 (対

象市区町村は別添 2の とお りです。)



2.政 令指定都市 0中核市以外の市区町村については、各都県でご回答をとり

´ まとめの上、ご提出願います。政令指定都市 0中核市については、それぞれ

直接ご回答をご提出願います。

3.ご 作成いただいた資料は、別紙の内閣府規制改革推進室の事務連絡に記載

のとおり、規制改革会議における会議資料となる可能性がありますので、公

表を前提にご作成願います。



別紙

事 務 連 絡

平 成 25年 4月 1日

厚生労働省規制改革担 当官 殿

内    閣    府

規 制 改 革 推 進 室

資料の請求について (依頼)

規制改革会議において、別紙の とお り、資料の請求があ りま したので、 4月

15日 (月)15時 までに、下記担当までに御提出いただきますようお願い申

し上げますё

なお、作成いただいた資料につきましては、規制改革会議における会議資料

とな り得ますので、公表前提での作成をお願いいた します。 、



別 紙

厚生労働省に対する請求資料一覧

平成 25年 4月 1日

厚生労働省に対して、待機児童が 50人 以上存在する東京都、神奈川県

(横浜市を含む)及 び埼玉県の各市区町村について、下記の①～③に掲げ

る資料を請求する。

① 下記の基準のいわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」から

の上乗せ)の 一覧表及び当該市区町村における待機児童数の一覧表

,施設基準 、(ア:乳 児室の面積、イ.ほ ふく室の面積)
・職員基準 (ア.児 童数及び職員数の比率、イ.保 育従事者の割合)

② 株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の 認可.保育所

への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表及び当該市区町村にお

ける待機児童数の一覧表

③ 株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実
｀
態 (下記の事項

を含む。)の 一覧表 (参入阻害の運用が認められる場合には、その理由

を含む。)及 び当該市区町村における待機児童数の一覧表

・認可保育所の整備 ・運営を担う事業者の募集において、応募資格と

して株式会社等を排除している例

・市有地を活用した保育所を運営する法人の募集において、応募資格

として株式会社等を排除している例

田市立保育園の管理を行う指定管理者の募集において応募資格として

株式会社等を排除 している例

口「安心こども基金
｀
」に基づく補助金 (例えば、内装整備費事業補助、

家賃補助等)が 株式会社等に交付されていない例

(以上 )



【別添1】回答様式

者「県 ・政令市 ・中核市名 (

①いわゆる 「上乗せ基準」(「児童福祉施設最低基準」からの上乗せ)の 冒覧表      :

市区町村名 (1)「 乳児室の面積の上乗せ

基準の有無」

(2)「ほふ く室の面積の上乗せ基

準の有無」

(3)「児童数及び職員数の比率の

上乗せ基準の有無」

※ 上 記に該当す る場合は 「該当あ り」、該当Lな い場合1ま「該当な し」とご記入 ください。「該当あり」の場合は次頁の様

式に上乗せ基準の具体的内容をご記入ください。 イ

‐

1 ・



【別添1】回答様式

①で 「該当あり」と回答した場合の具体的内容

市区町村名 上乗せ基準を定めている場合の具体的内容

《

※ 上 乗せ基準について、(1)～ (3)の いずれに該当するかを明示 してご記入 ください。(1)～ (3)に 複数該当する

_場合は、該当するすべてのものについてご記入 ください。

‐2‐



【別添1】回答様式

②株式会社及びNPO法 人 (以下 「株式会社等」という。)の 認可保育所への参入状況 (認可及び委託の有無)の 一覧表

市区町村名 (1)株 式会社が

設 置 主 体 の認 可

保育所数

(2)NPOが 設置

主体の認可保育所数

(3)株 式会社が公

立保育所の業務委

託 (指定管理者を含

む)を受けている数

(4)NPOが 公立

保育所 の業務委託

(指定 管理者 を含

む)を 受けている数

(5)認 可保育所

の総数 (公私立の

別)

※ 1 平 成24年 4月 時点でのそれぞれの保育所数をご記入ください:該 当がない場合は 「0」 とご記入 ください。

※2 (5)の 「認可保育所の総数」は、総数をご記入いただき、その後ろに括弧書きで、「(うち公立Oか 所、私立○か所)」

とご記入ください。

※3 平 成 24年 4月 以後平成25年 4月 までに上記 (1)～ (5)に ついて数の増減がある場合は平成 24年 4月 時点の

数の後ろに、括弧書きで平成25年 4月 時点での数を付してください。

‐3・



【別添1】回答様式

③株式会社等の認可保育所への参入を阻害する運用の実態 (下記の事項を含む。)の 一覧表 (参入阻害の運用が認められる
場合には、その理由を含む。)

市区町村名 (1)「認可保育所の

整備 ・運営を担 う事

業者 の募 集 に お い

て、応募資格 として

株式会社等を排除 し

ている例」

(2)「 市有地を活

用 した保育所 を運

営す る法人の募集

において、応募資格

と して株式会社等

を排除 している例」

(3)「市立保育園

の管理を行 う指定

管理者の募集にお

いて応募資格とし

て株式会社等を排

除している例」

(4)「 『安′いこども

基金』に基づく補助

金 (例えば、内装整

備費事業補助、家賃

補助等)が 株式会社

等に交付されていな

い夕1」

(5)そ の他 の

「株 式会社等の

参入 を阻害す る

運用」の有無

※ 上 記に該当する場合は 「該当あり」、該当しない場合は 「該当なし」とご記入 ください。上記 (1)～ (4)の 例以外
については、(5)に ご記入ください。「該当あり」の場合は次頁の様式l二当該運用を行つてし`る理由、(5)そ の他の場
合の具体的な運用の内容をご記入くだ査墜。

・4・



【別添1】回答様式

③で 「該当あり」と回答した場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的な運用の内容

市区町村名 「該当あり」の場合の当該運用を行つている理由、(5)そ の他の場合の具体的
:な

運用の内容

※ 1 「 当該運用を行つている理由」は、該当する (1)～ (5)を 明示 してご記入 ください。(1)～ (5)に 複数該当

する場合は、該当するすべてのものについてご記入ください。

※2 ③ の (5)に 「該当あり」とした場合は、運用の内容を具体的にご記入ください。

‐5・



【別添2】保育計画を策定する市区町村(待機児童数50人以上)

都道府県 市区町村 待機児童数

1 東京都 世田谷区 786

2 東京都 練馬区 523

3 東京都 足立区 397

4 東京都 大田区 392

5 東京都 八王子市 375

東京都 板橋区 342

東京都 町田市 293

8 東京都 江東区 253

9 東京都 江戸川区 211

10 東京都 東村山市 195

東京都 西東京市 190

12 東京都 府中市 182

13 東京都 調布市 180

14 東京都 小平市 179

15 東京都 港区 175

東京都 日野市 153

東京都 目黒区 143

18 東京都 多摩市 140

19 東京都 小金井市 138

20 東京都 渋谷区 135

21 東京都 豊島区 129

22 東京都 三鷹市 128

23 東京都 武蔵野市 120

24 東京都 中野区 114

25 東京都 文京区

26 東京都 墨田区 105

27 東京都 東久留米市 104

28 東京都 新宿区 98

29 東京都 中央区 79

30 東京都 狛江市 79

31 東京都 立川市 77

32 東京都 葛飾区 74

33 東京都 台東区 66

34 東京都 東大和市 64

35 東京都 清瀬市 53

36 東京都 杉並区 52

37 東京都 品川区 50

合計 6,885

平成24年 4月 1日

都道府県 市区町村 待機児童数

1 神奈川県 川崎市 615

2 神奈川県 藤沢市 379

3 神奈川県 相模原市 244

4 神奈川県 茅ヶ崎市 180

神奈川県 横浜市 179

神奈川県 大和市 127

合計 1:724

都道府県 市区町村 待機児童数

1 埼玉県 さいたま市 126

埼玉県 川口市 123

3 埼玉県 朝霞市 95

4 埼玉県 川越市 94

5 埼玉県 新座市 81

埼玉県 和光市 70

合計 589



資料 174

保育の論点整理

◇目標 : 政府は、この2年間で待機児童ゼロ(*)を目指してあらゆる措置を講

じるべきである。

*数値目標を策定する場合、対策が進むにつれて潜在的な待機児童が顕在化し、対策の

効果を判定しにくくなるといつた問題が起こり得る。そのため、現時点での「待機児童数」

の基準を明確にして、日標数値を明らかにしておくことが必要である。

◇具
`体

的な検討事項

1:保 育環境の格差を是正するためのガイドライン策定

自治体によつて株式会社 ONPO法 人の認可保育所への参入状況が異な

り、保育環境の格差につながってぃる。自治体の裁量により、設置主体

が株式会社等であることを理由に認可しないことがないよう、政府がガ

イ ドラインを策定し、もつとも成果をあげている自治体 (横浜市)並 み

の水準を目指すべきではないか。

2.待 機児童が多い地域での特例的 ・時限的な規制緩和

待機児童が一定数を超える都市部の保育所については、緊急措置とし

て、できる限りの特例的 ・時限的な規制緩和を認めるべきではないか。

<具 体的な提案>… ・待機児童が 50人を超える自治体においては、特例的0時限的

措置として次の方策を講じてはどうか

(1)保育士数の制約と認可保育所整備の緊急性に鑑み、最終的には 10割 を維持

することとしても、当面の間、保育士数は基準の8～ 9割 程度とし、残りの

職員を保育ママや幼稚園教諭等の免許保持者等を充てて、質を確保する方途

を可能としてはどうか。

またt早 朝 口夕方の時間帯は、配置基準が通常保育の基準を満たしていな

い状況が各方面から指摘されている。この特別保育部分についてはtま ず、

厚生労働省が早急にその状況を実態調査を行つて公表し、その上で、現実に

即した配置基準を設け、質を確保するべきではないか。

(2)「児童福祉施設最低基準」上の定数の一部にパニ トタイムの保育士を充てる

ことができる条件を柔軟化すべきではないか (例えば、パー トタィム保育士

2名 で常勤保育± 1名 とカウントすることを容易にするなど):



(3)潜在保育士の活用のために、保育士の現況を自治体が確認できる仕組み (保

育士リス トの更新など)を 導入してはどうか。

(4)パー ト労働者も保育所を利用しやすくするよう、一定時間や週に数日の預か

りの仕組みを充実すべきではないか。

(5).都市部の保育士不足を少しでも緩和する観点から、保育士資格の水準を変

更することなく、認証保育所で働く保育士以外の方が働きながら保育士資格
_の 取得が容易になるような措置を講ずるべきではないか。例えば、保育士資

格の取得について次の改善策を講ずべきではないか。

①試験回数を現行の年 1回から年2回 にする

②合格した科目についての免除期間を現行の3年から5年程度に伸張する

(6)保育士登録の申請から保育士登録証の交付まで現在は約2か月を要するが、

緊急性に鑑み、
1大

幅に短縮する方策を検討すべきではないか:

(7)待機児童が多いにもかかわらず、「児童福祉施設最低基準」を上回つて配置

基準や施設基準を設定する自治体が少なくない。保育の質を最低基準で維持

しつつ、保育の量の確保に重点を置いた方向を目指すべきではないか。この

旨、厚労省はガイドラインを示すべきではないか。

(8)同等の安全性と合理的な代替手段を前提としてt避 難用外階段等の設置義

務を緩和するよう、自治体に働きかけるべきではないか。

3.保 育の質を確保するための第二者評価の充実

保育の質についての第二者評価を大幅に拡充すべきではないか。現在の評価
のあり方を早急に見直し、この2年間の実施率目標を掲げるべきではないか。

4.保 育料の適正な水準の確保 (★新たな提案)

一般に、認可外保育所の保育料は認可保育所よりはるかに高い。認可保育所に

子どもを預けられない場合、経済的にもより大きなダメージを受けることにな

る。横浜市の取組みを参考に、認可保育所における所得階層ごとの保育料の見

直しや認可外保育所の保育料引き下げの工夫を検討し、保育料格差を是正する

ためのガイドラインを示すべきではないか。



資料 2-1

国際先端テス トについて (案)

1.趣 旨

我が国の潜在力を最大限発揮できるよう、戦略分野を育成するとともに、投

資先としての日本の魅力を最高水準に引き上げることを目指し、個別の規制の

必要性 ・合理性について、国際比較に基づいた検証を行う。

2.検 討の視点

戦略分野を育成するとともに、投資先と,してσ日本の魅力を引き上げるため、

以下のような視点から検討与モはどうかする。

a.諸 外国と比べて下般的な規制かどうか

b.諸 外国に比べて過重な水準を求めていないか

c.諸 外国との相互性 ・互換性のある基準 ・認証となっているか

d。諸外国と比べて手続や費用が簡素 ・適正なものとなつているか

e.規 制の目的は、より制限的でない別の方法により達成できないか

f。 日本及び諸外国の既存制度を超えた新たなルニル ・制度整備が必要では

ないか

3..対象案件

規制改革に当たつて、国際比較に基づく最適の政策選択に資する国際先端テ

ス トの導入 ・定着を図るため、その課題と解決策の検討をスピー ドアップする

観点から、本会議の最優先案件及びワーキンググルニプの検討項目のうちからt

上記 2の視点に照らして国際比較になじむものとして各省に依頼しているもの

(一般用医薬品のインターネット等販売に係る規制)の ほか、糾添の追加候補

案を参考にすワーキンググループにおいて追加的に数件の案件を選定し、実施

することと―い襲鍵うかする。,

なお、選定対象とならなかつた案件についても、必要に応じ、国際比較の視

点を活用することとする。

4.検 討の進め方

おおむね、以下のような手順を基本と与モ感ど与かする6

① すでに着手している案件及びワニキンググルニプで選定した案件について

は、規制所管省庁に見直しの検討を要請。

② 規制を維持する場合には、国際比較に照らしてなお規制を必要とする合理性

について、規制改革会議の場で所管省庁から十分な説明を求める。

③ その上で、規制改革会議としての見解をとりまとめ、所要の見直しが必要と

判断する場合には所管省庁に見直しを要請。



資料2-2
国際先端テストの対象項目

(各WGに おける決定)

各WGに おいて国際先端テストの対象として決定された項目は以下の通り。

※については、先行的に諸外国における制度について各省庁に調査依頼を発出済。

【健康 ・医療】

※①一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備

②医療機器の実用化期間の短縮

※③一般用医薬品のインターネット等販売規制

④医療の l丁化の推進

【エネルギニ ・環境】

※⑤天然ガス充てん設備を併設した給油取扱所における天然ガス自動車とガ

ソリン自動車の停車スペースの共用化

※⑥液化水素スダシド基準の整備 (高圧ガス保安法)

※⑦水素スタンドの使用可能鋼材に係る性能基準の整備         ・

※③圧縮水素自動車燃料装置用容器等に係る保安規制の見直し

【雇用】

⑨有料職業紹介事業の見直じ                    :

⑩労働者派遣制度の合理化

【創業等】

①先進自動車の公道走行実験に係る手続の迅速化

⑫匿名化された情報の利用制限の見直し

⑬輸出通関申告官署の自由化

⑭市外局番 (OAB一 J番号)取得に係る品質要件の見直し



(健康 ・医療WG)国 際先端テス ト対象項目  ~

①一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備

健康食品の機能性表示 (人体の構造又は機能を調節する栄養素:ま たは

生理学的効果のような衛生学的目的のために有益な影響を与えることの表

示)は 、保健機能食品 (特定保健用食品、栄養機能食品)を 除いて、認め

られていない。

他方t海 外では米国など多くの国が機能性表示を可能にする制度を整備

し、予防医学に積極的に活用する活動を行つている。

>国 民が自らの健康増進を図るために適切な選択を行えるよう、保健機

能食品以外のいわゆる一般健康食品についても法制上に定義し、国民

にとって理解しやすい機能性表示制度を作ってはどうか。

>そ の際、許認可の手続きなどに係る企業等の負担を減らすとともに、

表示できる内容についても柔軟化することで、消費者、企業等の双方

にとって、今以上にメリットのある制度としてはどうか。

>そ れにより、健康長寿を願う国民の関心やニーズが二層高まり、企業

等の開発が促進されることで、市場の発展につながる。

②医療機器の実用化期間の短縮

我が国における医療機器の審査は、材質やサイズ等についての細かな要

求事項が多く、これがメニカーの創意工夫によるイノベ‐ションを阻害し

ているとの指摘がある。また、仕様の変更ごとに再度の変更審査が必要に

なるなどの非効率が見られる。

他方t欧 州では民間の登録認証機関により、包括的な基準に基づいた効

率的な審査が行われているとの指摘がある。     ・

>医 療機器の特性を踏まえ、安全性を満たしつつ、より必須な要件に絞

った基準としてはどうか。

>民 間登録認証機関の更なる活用により、‐医療機器メーカーの開発イン

センティプを促すとともに、審査の迅速化 ・審査期間の予見可能性の

向上を図つてはどうか。

-2-



>そ れにより、先進的な医療機器をいち早く国民に届けることが可能と

なり、健康に長生きしたいという国民の期待に応えるとともに、医療

機器産業の活性化に資する。

③一般用医薬品のインタニネット等販売規制
一般用医薬品はリス.クに応じて、第 1類医薬品から第 3類医薬品までの

3分類されており、低リスクである第 3類 を除き、インターネット等によ

る販売が禁止されてきたが、最高裁判決を受けて、現在、厚生労働省の検

討会で新たなルール作りがなされている。

他方、海外では登録制度や許可制度により医薬品のィンターネット等販

売を可能としている国もある。

>海 外の事例を参考とし、全ての一般用医薬品を対象としたインター

ネット等販売を実施するため、販売形態の特性や、業界の自主的なガ

イドラインも踏まえ、安全性を適切に確保する仕組みを設けるべきで

は な い か 。                                      ・

>店 頭で購入することができない消費者など国民が自らの判断で選択肢

|  を広げることのできる環境を実現することにより、安全性を確保しつ
つ、消費者の利便性を高める。

④医療の :丁化の推進

我が国においては、この十年余り:病 院 ・診療所における電子カルテの

導入やレセプト情報の電子化に取り組んできた。また、処方箋の電子化実

現に向けた検討が進められている。

他方、海外では近年になって医療サービス全体のIT.化が急速に進んで

おり、システム導入コストも我が国より安価であるとの指摘がある。

>部 分的な電子化推進ではなく、診療情報やレセプト等の情報フロニ全

体を見据えた上で、国民へのサービス展開や医療サービス全体の効率

化というた観点から、医療のIT化 を総合的に検討すべきではないか。

>電 子化された診療情報を分析等することにより、その結果を医療現場
ヘフィードバックすることが可能となり、治療や疾病予防等に資する。



(エネルギー ・環境WG)国 際先端テス ト対象項 目

⑤天然ガス充てん設備を併設した給油取扱駈L主 ける_天然ガス自動車とガソ

リン自動車の停車スペースの共用化

天然ガス自動車に対する天然ガス充てん設備を併設した給油取扱所 (ガ

ソリンスタンド)に おいては、天然ガスデイスペンサーを給油取扱所の給

油空地内に設置することができない等の理由により、天然ガス自動車の停

車スペースとガソリン自動車の停車スペースを共用化することができない:

他方、ドイツでは、天然ガスディスペンサ‐とガソリン等給油ディスペ

ンサーを近接して設置し、天然ガス自動車とガソリン自動車の停車スペー

スの共用化が可能との指摘がある。

>燃 料電池自動車等の次世代自動車の普及も見据え、天然ガス充てんの

ための停車スペニスと給油のための停車スペースを共用化できるよう

にするべきではないか。                    ′

>天 然ガス自動車普及の社会的インフラ整備が進むとともに、新たな供

給インフラが必要となる燃料電池自動車等の次世代自動車の開発を促

進する。

⑥液化水素スタンド基準の整備 (高圧ガス保安法)

圧縮水素スタンドについては、平成 17年に新たな技術基準が策定され商

業地域等に設置が可能となっている。他方、液化水素型の水素スタンドに

ついては技術基準が存在せず、工場用の基準が適用されているため、商業

地域等への設置が不可能である。

しかしながら、液化水素型の水素スタンドは圧縮水素スタンド同様、適

切な管理により安全確保が可能であり、海外においても主要メTカ ー製の

液化水素スタンドが数多く、設置されているとの指摘がある。

>水 素スタンドの整備を図る上では、海外で主要な方式として普及して

いる液化水素型の水素スタンドも市街地に建設できるようにするべき

ではないか。

>大 量輸送、大量貯蔵、省スペース、高純度などの様々なメリットがあ

る液化水素型の水素スタンドの普及を促進する。
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⑦水素スタンドの使用可能鋼材に係る性能基準の整備

70MPa級水素スタンドの使用可能鋼材は、高度に耐水素性能を有する高

価格鋼材に限定されている。そして、,海外で使用実績のあるクロムモリブ

デン鋼などの鋼材であっても、省令に定められた基準に合致しないため、

全て大臣特別認証を取得しなければならない。

他方、海外で使用実績がある汎用性のある材料をその耐性に応じて最大

限使用する手法があれば、安全性と低コスト化を両立する非常に有効な技

術となるとの指摘がある。

>海 外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼などの鋼材を水素スタンド

において使用可能とするべきではないか。

>我 が国の水素スタンドの高コスト要因の一つである使用可能な部品、|

材料の幅が広がり、国際競争力ある水素インフラ整備を促進する。

③Tl圧 縮水羞宣勤重墜料装置用査釜等に係る保安規制の見直し     ,

(圧縮水素自動車燃料装置用容器の充てん終了圧力の緩和)

現在、最高充てん圧力 70MPaの容器には、充てん終了時の圧力として

70MPaしか認められていない。そして、ガス充てん時に容器内部のガス温

度が上昇することから、結局最高充てん圧力までの充てんができず:容 器

の貯蔵能力を十分に活用することができない。

他方、海外においては充てん終了時の圧力を緩和 (85℃で 87.5MPaまで

,充てん可能)す ることにより容器の貯蔵能力を十分に活用できるようにし

ているとの指摘がある。

>HFCV― gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一技術基準)で は、85℃で

87。5MPaまでの水素充てんを前提とした安全要件、性能要件を規定して

いることから、HFCV―gtiを国内に取り入れることにより、国内におい

ても海外並みの充てん終了圧力を緩和するべきではないか。

>燃 料電池自動車に対する水素充てん時間が短縮されるとともに、充て

ん 1回あたりの航続距離が増し、ユーザーの利便性が一層向上する。



③-2圧 縮水素自動車燃昼装置里容器豊に係る保安規制の見直し

(圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用複合容器に装置,

する熱作動式容
‐
器安全弁の許容)

圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用複合容器に装

置する容器安全弁としてt現 在は熱作動式安全弁のうち溶栓式しか認めら

れていないも

他方、 ドイツ、米国等諸外国においては、安全要件、性能要件を満たせ

ば様々なタイプの熱作動式安全弁を使用することが認められているとの指

摘がある。

>圧 縮水素自動車燃料装置用容器に係るHFCV―gtr(水素・燃料電池自動車

の世界統一技術基準)を 踏まえ、溶栓式以外の熱作動式容器安全弁を

許容するべきではないか`

>圧 縮水素自動車燃料装置用容器等の熱作動式容器安全弁の設計の自由

度が増し、安全性とコストを両立させたメーカニの創意工夫による容

器開発が可能となる。

③-3圧 縮水素自動車燃料装置屋査器等に係る保安規制の見直し

(圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品の使用可能鋼材に係る性能

基1準の整備)

現在、高圧水素雰囲気下での金属の脆化防止の観点から圧縮水素自動車

燃料装置用容器及びその附属品の使用可能鋼材がステンレスやアルミの一

部に限定されている。同じ名称の材料であっても各国の材料規格で定めら

れる構成成分の許容範囲が微妙に異なることから、国内向けと海外向けで

共通の材料を使用することができない状況である。

>個 別の材料指定ではなく、水素脆性を性能要件化した規定にすること、

さらには、こうした性能要件を諸外国との間で積極的に国際基準調和

することで、使用可能な材料の選択肢を広げることを可能にすべきで

す。

> 国 内向け、海外向けの容器、附属品で共通の材料を使用することが可

能になり、燃料電池自動車の開発、評価、製造のいずれの過程におい

てもコストダウンが可能となる。
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(雇用WG)国 際先端テス ト対象項目

⑨有料職業紹介事業の見直し

有料職業紹介事業は許可制であり、原則として求職者から手数料等を徴

収することはできないところ、例外として 「芸能家」、「モデル」、「年収7

00万 円超の経営管理者」等については、求職者から手数料を徴収できる。

他方、欧米諸国においては、許可制を採用しない国も存在し、また、求

職者からの手数料徴収を原則自由とする国も存在する。「年収700万 円

超の経営管理者」といった条件を付している国は見あたらないとの指摘が

ある。

て
>年 収要件の撤廃及び職種の限定の柔軟化のほか、許可制度の見直しも

含めて検討を行うこととしてはどうか。          |

>職 業紹介サービスヘの参入とサービスの多様化を促すことにより、労

働市場におけるマッチング機能を強化する:

⑩労働者派遣制度の合理化

、労働者派遣は原則として自由であるが、例外的に、港湾運送、建設、警

備、一定の医療関連業務については、派遣が禁止されている。また、派遣

期間には制限 (原則 1年、最長3年)が ある。

他方、欧米諸国においては、派遣が禁止される業務がない国や派遣期間

の制限がない国も存在する。

> 派 遣禁止業務や派遣期間を見直すこととしてはどうか。

>女 性、高齢者、若者等を含めた多様な人材に対してニーズに即した

雇用機会の提供を図る。
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(創業等WG)国 際先端テス ト対象項目

⑪先進自動車の公道走行試験に係る手続の迅速化

新たな技術を有した先進自動車の公道走行試験を実施するには、国土交

通大臣の認定等が必要とされる。

他方、米国では個々の車でなく、事業者単位での包括的な取扱いがなさ

れるなど、より迅速な公道走行試験の実施が可能との指摘がある。

>先 進自動車の公道走行試験に係る手続を簡素化 ・迅速化するべきでは

えェ い か 。

> 自 動車の技術開発拠点の海外流出を防ぐとともに、自動車の開発速度

を高めることにより、我が国の自動車産業の優位性を維持する。

⑫匿名化された情報の利用制限の見直し

個人情報保護法においては、「個人情報」とは 「生存する個人に関する

情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。)を いう」とされているが、現実には、氏名、住所等を削除して個

人を特定できない状態にされた情報も 「個人情報」として扱われている。

>収 集した 「個人情報」について、個人を特定できない状態にした場合

には、「個人情報」に当たらない扱いとすべきではないか。

ゝ 企業が保有している情報がマーケティング分析等に有用に活用され、

消費者や企業にとって、より魅力的なサニビスの開発等に資する。

⑬輸出通関申告官署の自由化

輸出入申告は、原則として貨物の保税地域等の所在地を所轄する税関官

署に申告すること|こなっている。            ′

他方、米国やEUでは、どこからでも申告が可能。

> 申 告先の税関官署を自由化することを検討してはどうか。     |

>輸 出入手続に係るコストを低減化し、自由度を高めることで、企業の

海外進出や貿易活動を促進する。
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⑭市外局番 (OAB一 J番号)取 得に係る品質要件の見直し

03/06等 の市外局番の区別がある 『OAB一 」番号』は、固定電話

サービス市場において人気が根強い。一方で、『OAB一 」番号』を用いて

IP電 話事業者がサービスを提供する場合には、通話の質に関して一定の

品質要件が定められている。

(※品質要件を満たさないIP固 定電話には、050番 号が割り振られている。)

他方、品質要件は欧米には見られない制度であ,り:日 本では通話に係る

品質が高い水準で固定化されているとの指摘がある。

> 品 質要件を廃止し、品質も含め消費者の選択に委ねてはどうか。

と 高品質を維持しているにも関わらず市場が縮小している固定電話サー

ビス市場において、消費者ニーズに応じた競争を促進する。



■規制改革の目的と主な検討項目

エネルギー ・環境ワーキング ログループ中間報告

*下記の≪優先項目》は、平成25年3月 8日第4回規制改革会議にて決定

資料4-1

されたWGの 優先検討項目

エネルギーの安定供給
‐

(18項 目)

原子力への依存度の低下が求められる中、再生可能エネルギーや分散型電源等の発電コス トの
引き下げと供給力の拡大を行う。

 ヽ  ・ ≪優先項目≫風力発電の電気主任技術者選任における統括事業場の設置       /
口≪優先項目》電気主任技術者による太陽光発電設備の定期点検の在 り,方に関する柔軟な検討
・《優先項目》太陽光発電に関する電気主任技術者の保安監督範囲の拡大
・地熱発電に係る優良事例形成のための連絡会議の設置
・変電所のバンク逆潮流制限′の緩和措置

〔嚢まL奮〕:]11ill[:[E::髯言予言i:[1:言:::[[[量[菫l房
大幅な短縮の促進

・風力 ・地熱発電の特性を踏まえた配慮書手続
口溶接安全管理検査 (火力設備)制 度の縮小
・既築マンションにおける電力会社受変電設備の資産譲渡
日高圧―括受電するマンションの高圧部分に関する点検
・特定供給の許可基準における自己保有電源比率の撤廃

エネルギーの地産地消

(5項目)

地域における各主体 (地方自治体 ・NPO法 人等)の 創意工夫による地域内発型の発電事業や
再生可能エネルギニの地産地消を行える環境整備を図る。

口《優先項目》バイナリー発電設備に係るボイラー ロタービン主任技術者の選任及び工事計画
届出等の不要化範囲の見直し

:1貫行水利権が設定された水路に設置する小水力発電の整理
・豊水時における小水力発電施設の最大取水量の増量
・山間部の小規模な取水施設に係る取水量管理の簡素化



¬

エコカーの世界最速普及

(25項 目)

我が国が強みを持つエコカーの世界最速普及を図り、省エネ社会の実現とエコカー分野における
グローバルスタンダー ドを獲得する。

・《優先項目》天然ガス充てん設備を併設した給油取扱所における天然ガス自動車とガソリン
自動車の停車スペースの共用化

・≪優先項目≫第二種製造者に相当する小規模な圧縮水素スタンド基準の整備
・《優先項目》高圧ガス保安法における水電解機能を有する昇圧装置の位置付けの明確化
・≪優先項目》液化水素スタンド基準の整備
≪優先項目≫市街地に設置される水素スタンドにおける水素保有量の増加
≪優先項目》水素スタンドの使用可能鋼材に係る性能基準の整備
《優先項目≫圧縮水素自動車燃料装置用容器の充てん終了圧力の緩和
≪優先項目≫燃料電池自動車等の車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る法規制の

パッケージ化
≪優先項目》燃料電池自動車からの一般住宅等への給電 (V2H)の実施に向けた電気事業法の

整備      ´
≪優先項目》試験車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可制度の見直し
≪優先項目》燃料電池二輪車の車両及び圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る型式認定、

認可制度の整備

低炭素社会の推進

(5項目)

革新技術の開発と既存先進技術の普及、国全体を低炭素化へ動かしていくための仕組み等により、
低炭素社会を推進する。

・グリーン料金メニュー等への対応に係る地球温暖化対策推進法上のC02排出係数の見直し
・冷凍空調機器への新冷媒の使用基準の整備
・≪優先項目≫プラスチツグ製容器包装の再商品化及び入札制度の在り方

〔藤討墳奮〕



■開催実績と今後のスケジュ

3月 15日  第 1回 会合

3月 22日  第 2回 会合

3月 28日  第 3回 会合

4月  8日  第 4回 会合

5月  中 旬 第 5回 会合

案ル

　

◆

◆

◆

　

◆

◆

◆

　

◆

◆

一

これまでの取組紹介
エネルギー ・環境WGの 今後の進め方
事業者ヒアリング① (燃料電池自動車に係る水素インフラ、風力発電)

第1回WGに おける事業者ヒアリングの振り返り
委員提案について

事業者ヒアリング② (太陽光発電、地熱発電、小水力発電)

第2回WGに おける事業者ヒアリングの振り返り
事業者等ヒアリング③ (特定供給の要件緩和、マンション高圧―括受電、
プラスチック製容器包装リサイクル)

次世代自動車、

◆ 国 際先端テス トについて

◆ 第 3回 WGに おける事業者 ヒアリングの振 り返 り

◆ 事 業者等ヒアリング④ (プラスチック製容器包装リサイクル)
◆ 規 制改革検討項目一覧 (案)

◆ 報 告書案とりまとめ



■エネルギーロ環境ワーキング・グループ検討項目一覧表(平成25年4月17日版)

1。「エネルギーの安定供給」「エネルギーの地産地消」関係

「
―

―

―

資料 4-2

WG優
先項目 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

● 1 風 力

風力発電の電気主任技術
者選任における統括事業
場の設置

メガソーラーの急速な導入等を背景に、再生可能エネルギー発電事業
者において、電気主任技術者の確保が困難な状況が生じており、風力
発電に関しても普及の障害となつているとの指摘があります。
一方、電気事業法施行規則第52条1項において、「発電所(原子力発
電所を除く。)、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管
理する事業場を統括する事業場」ごとに電気主任技術者を選任するよ
う定められていますが、現状、風力発電事業の多くにおいては、「統括
する事業場」ごとの選任は認められていません。
こうした現状をふまえ、風力発電所等の実態に即した要件を明確にし
「統括する事業場」ごとに電気主任技術者を選任することを可能とする
よう検討が必要と考えます。

複数の風力発電所及び変電所を直接続括する事業場に
電気主任技術者を選任することで、個別の風力発電所及
び変電所における電気主任技術者の選任に替えることが
できる要件について、風力発電所等の実態を踏まえ、検
討し、結論を得るべきである。

電気事業法施行規則第52条1
項

経済産業省

風 力
風力発電における第1種

農地の転用規制の緩和

平成25年3月29日開催の第5回産業競争力会議において、佐藤テーマ
別会合主査より「クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現に向け
て」との資料が提出されました。これによると、再生可能エネルギーの
中でも、相対的に低廉な発電コスト、産業振興効果、海外市場の広が
りといつた総合的な観点から特に風力発電の拡大が重要とされ、農地
転用の簡素化が求められています。
一方、風力発電事業を目的とした農地転用は、現状、第一種農地につ
いては一切認められていません。しかし、風力発電設備はその規模に
比して狭い土地に設置することが可能であり、また作業道の整備、観
光客の誘致、売電収入シェアによる地元貢献など、むしろ農業振興に
寄与している事例も多く存在することから、一定の条件を設けたうえで
農地転用を可能とすべきではないかと考えます。

風力発電事業を目的とした第一種農地の転用について、
農業振興に資する場合などt一定の条件を設けたうえで
認めることについて検討し、結論を得るべきである。

農地法第5条2項
農地法施行令第10条

農地法施行規則第35条
農林水産省

● 鳩
光

電気主任技術者による大
陽光発電設備の定期点検
の在り方に関する柔軟な
検討       ｀

電気主任技術者による太陽光発電所の昇圧設備の点検頻度は、従
来、年2回以上とされてきたところ、他の高圧受電設備と同様に月1回
の点検に改めるよう、経済産業省において検討が行われています。
点検頻度の引き上げが必要な理由として、太陽光発電所の昇圧設備
は他の高圧受電設備と類似しており、こうした類似設備の事故発生率
を踏まえて同様の頻度での点検が必要であるとされています。
しかし、過去の昇圧装置の事故例が電気主任技術者による点検頻度
の引き上げにより防げたものかなど、他の高圧受変電設備の点検回
数に揃えるだけではない合理的根拠が示されていないのではないかと
の指摘もあることから、こうした横並びの観点のみで点検頻度の引上
げを議論するのではなく、事故例を分析したうえ、太陽光発電所の安
全性、遠隔監視を始めとした技術の進展等を踏まえ、合理的な規制手
法を検討すべきと考えます。
また、保安の確保の在り方を法令や告示等で細かく規定する考え方
が、実態に沿わなくなつてきており、保安確保のための合理的・実効的
な手法について事業者自身に追求させるような規制体系に変革すべき
との意見もあり、規制手法の検討にあたり考慮すべきと考えます。

電気主任技術者による太陽光発電の昇圧設備の点検頻
度について、この見直しを検討するにあたつては、過去の
事故例が点検頻度の引き上げにより防げたものかの分析
に加え、太陽光発電所の安全性、遠隔監視をはじめとした
技術の進展等を踏まえ、合理的な保安規制手法の在り方
について、合理的根拠をもって検討し、結論を得るべきで
ある。

平成15年経済産業省告示第
249号(電気事業法施行規則
第五十二条の二第一号口の
要件、第一号ハ及び第二号の
日の機械器具並びに第一号
二および第二号のハの算定
方法等並びに第五十三条第
二項第五号の頻度に関する
告示)

経済産業省
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先項目 分 野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

● 4 蝸
光ｔ

太陽光発電に関する電気
主任技術者の保安監督範
囲の拡大

メガソーラーの導入が急速なスピードで進みつつあるなかで、高圧領
域のみならず、特別高圧領域においても電気主任技術者の人員不足
が顕在化しております(第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後
5年間、1万V以 上の電気工作物の工事、維持及び運用の実務経験を
有していれば、第二種電気主任技術者免状の交付を受けることが可能
だが、第三種電気主任技術者のうち、5年間、1万V以 上の電気工作物
を実際に扱う者は限られており、また、そうした人材は電力会社等に偏
在しているため、人員不足の解消には至らない)。
太陽光発電は、水力、内燃力、ガスタービンなどの回転機型発電設備
とは異なり、直交変換機(PCS)を 介して発電を行う設備であり、緊急時
には自ら設備を遮断するしくみを有しているなど、信頼性の高い機器で
ある。このことを踏まえ、太陽光発電設備に限り、一定の安全保安教育
を行うことを条件に、第二種電気主任技術者であつても、8万 V未 満の
電気工作物の工事、維持及び運用を行うことを可能すべきではないか1
と考えます。            |

太陽光発電設備について、一定の安全保安教育を行うこ
とを条件に、第二種電気主任技術者であって、8万V未 満
の電気工作物の工事、維持及び運用を行うことが可能な
認定技術者の登録制度の導入につき検討し、結論を得る
べきである。

電気事業法施行規則第56条 経済産業省

地 熱

地熱発電に係る優良事例
形成のための連絡会議の
設置

「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月
3日)において「優良事例の形成を図る中で得られる知見等に基づき、
国立・国定公園内において風致景観や自然環境の保全と再生可能エ
ネルギーの利用の高いレベルでの調和が図られる地熱開発について
の検証を行う(平成24年度以降順次措置)」とされたところです。
形成を図ることとされた「優良事例」については、今後の地熱開発のモ
デルとなることが期待される一方、既設の地熱発電所など、優良事例
の考え方の検討に役立つ事例が多数存在することから、所管官庁であ
る環境省と経済産業省が共同で、こうした事例を参考に、まず現実的
な「優良事例」の考え方(何をもって現実的な「優良事例」とするか、ど
のようなプロセスでいつまでに「優良事例」を形成するか等)を明確に
示した上で、具体的かつ現実的な優良事例の形成を行うべきと考えま
す。

環境省の実施している「自然環境の保全と調和した地熱
開発」についての検討について、環境保護と事業性確保
の両立を含む多面的な観点から議論を深めるため、環境
省と経済産業省による優良事例形成のための連絡会議を
設置するべきである。

自然公園法
経済産業省
環境省

● 地 熱

バイナリー発電設備に係
るボイラー・タービン主任
技術者の選任及び工事計
画届出等の不要化範囲の
見直し

小型地熱発電設備については、原則としてボイラー・タービン主任技術
者の選任及び工事計画届出等が必要ですが、平成24年4月及び7月
に、バイナリー発電設備で利用する熱源(1次系)が専ら輻射熱又は大
気圧,100℃以下の水・蒸気である場合には、選任及び工事計画届出
等を不要とする規制緩和が行われました。しかし、既存のパイナリー発
電設備に関して、100℃を超える熱源でありながら、ポイラーロタービン
主任技術者の選任等を行うと事業収支が悪化する等の理由により、
100℃以下に冷ましてから利用している例があるとの指摘があることか
ら、こうした実例を踏まえて改めて規制の見直しを実施すべきと考えま
す。
また、バイナリー発電ではなく、小型のフラッシュタイプの地熱発電につ
いても、電力安全小委員会(平成25年3月 19日)にて、「検討に必要な
高温温泉井に係るデータが確認できなかつた」こと、「今回検討対象と
した温泉蒸気を活用したフラッシュタイプ等の地熱発電を新たに導入し
たいとの具体的なニーズも確認できなかつたこと」から、「現時点で、規
制の見直し(選任不要範囲の拡大)を行うことはできない。ただし、引き
続き高温温泉井のデータ等の確認を行い、必要なデータ等が得られた
場合には規制の見直しを検討することとする」とされたところであり、今
後、必要なデータ等が得られれば見直しを実施していただきたい。

媒体が不活性ガス、炭化水素ガス又はアンモニア水であ
り、かつ出力が300kW未満等のパイナリー発電設備につ
いて、大気圧以上、100℃以上の熱水・蒸気を使用するも
のについて、安全性に関する技術的検証を踏まえ、ポイ
ラー・タービン主任技術者の選任、工事計画届出、溶接事
業者検査及び定期事業者検査の不要化につき検討し、結
論を得るべきである。
また、小型のフラッシユタイプ等の発電設備についても、今
後、必要なデータ等が得られればバイナリー発電と同様に
規制の見直しを検討するべきである。

平成24年経済産業省告示第
100号 経済産業省



帳
朝

Ｗ

先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

地 熱

「温泉資源の保護に関す
るガイドライン(地熱発電
関係)」の適用範囲の明確
化

温泉法第3条は「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者
は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許
可を受けなければならない。」と規定しているところ、平成24年3月27日
に策定された「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」
において、温泉をゆう出させる目的を有しない「試験井の掘削であつて
も、温泉の湧出が見込まれる場合には温泉法に基づく掘削許可申請
が必要となる」ことが記載されました。そのため、掘削後直ちにキャップ
をするために掘削直後の極めて少量しか湧出がない場合でも温泉法
上の掘削許可が必要との厳格な運用がなされているとの声があります
(還元井・観測井・構造試錐井についてこれまで温泉法に基づく掘削の
許可が不要とされた事例はがい)。       _
本ガイドラインにおける「温泉の湧出が見込まれる」水準を具体的に示
し、還元井B観測井・構造試錐井に係る温泉法上の掘削許可の要否を
明確化いただきたい。

平成24年3月付「温泉資源の保護に関するガイドライン
(地熱発電関係)」における「試験井の掘削であつても、温
泉の湧出が見込まれる場合には温泉法に基づく掘削許可
申請が必要」との記載について、温泉の湧出量の水準を
明確化するとともに、還元井・観測井B構造試錐井につい
て温泉の湧出量が当該水準に達しない限り温泉法上の掘
削許可は不要であることを周知徹底するべきである。

温泉法
温泉資源の保護に関するガイ
ドライン(地熱発電関係)

環境省

小水
力

慣行水利権が設定された
水路に設置する小水力発
電の整理①(短期間での
水利使用)

平成23年3月付「小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイド
ブック」の「8小水力発電のQ&A」において、「慣行水利権が明確化さ
れるまでの措置として、取水実態を確認するために1年間の流量調査
を行つた後に、短期間での小水力発電の水利使用の許可を行う場合も
あります」との記載があり、小水力発電事業者の予見可能性を高める
べく、この内容を明確イヒいただきたい。

慣行水利権が明確化されるまでの措置として行われる短
期間の小水力発電の水利使用の許可について、許可を
行う場合の要件を明確化するべきである。

河川法第23条
小水力発電を行うための水利
使用の許可申請ガイドブック

国土交通省

小水
力

慣行水利権が設定された
水路に設置する小水力発
電の整理②(新規の発電
水利取得)

慣行水利権はそのままで、新規の発電水利として申請する場合につい
て、事前に要する河川環境調査の費用がかかり事業採算性が悪化す
るためざ慣行水利権が設定された水路における未利用の水力資源の
利用促進を阻害しているとの指摘が出ております。
このため、河川からの取水量が増加しないなど一定の条件を満たす場
合において、許可水利権の設定された水路における従属発電と同様に
申請負担を軽減することを検討いただきたい。

慣行水利権が設定された水路への小水力発電の設置に
ついて、河川から現状以上の取水が行われないといつた
場合は、従属水利権並みの手続で新規の発電水利権が
得られるよう手続の簡素化を行うべきである。

河川法第23条 国土交通省

水ヽ
力

豊水時における小水力発
電施設の最大取水量の増
量

国土交通省によると、許可された最大取水量を、豊水時に限つて増量
することについては、電力需給の逼迫状況、許可受者の事業の公益
性、地元関係者等の同意の状況、河川環境への影響等を総合的に勘
案し、河川管理者が個別に判断することとされており、すでに許可事例
があるとのことです。

｀

しかし、設備容量に余裕のある小水力発電施設においては、電力需給
の逼迫状況等に関わりなく、豊水時には取水量を増やし、より多くの発
電を行いたいとのニーズがあります。
現状利用されていない豊水時の流水を活用することは、下流の既得水
利や河川の正常な機能を侵害するものではないことから、一定の要件
を満たせば最大取水量を増量する水利使用規則の改正を簡易に行え
るようにすべきと考えます。

肇騰 、蠍 矧 蟹)祟鯖 露 躙 准 獣 案
件を満たせば、豊水時に最大取水量を増量する水利使用
規則の改正を簡易に行えるよう見直しを行うべきである。

河川法第23条、第90条
河川法の施行について

国土交通省

水ヽ
力

山間部の小規模な取水施
設に係る取水量管理の簡
素化

小水力発電のため、本川取水に加え河川の支流から追加的・補助的
に取水する、いわゆる渓流取水をしようとする場合において、これら渓
流の多くが山間奥地に位置し、取水量の管理が極めて困難であるた
め、渓流からの取水を取りやめているケースが散見されるとの指摘が
あります。
国土交通省によると、山間部の比較的小規模な取水設備等における
取水量管理の簡素化については、「小規模取水設備の取水管理」の検
討を行っているとのことですが、具体例をもとに、取水管理の簡素化の
要件と内容を明確にすべきと考えます。

取水量のきめ細かい管理が困難な山間部の小規模取水
施設等について、河川の一定規模未満の支流に関しては
地元市町村の同意が得られれば取水量の管理は間わな
い等、取水量管理の簡素化を検討しtその要件及び内容
を明確化するべきである:

河川法第23条:第90条
河川法の施行について

国土交通省
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先項目 分 野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

駆
棋
通

変電所のバンク逆潮流制
限の緩和措置

変電所のバンク逆潮流制限の緩和については、電力安全小委員会
(平成25年3月 19日)にて、「電気設備の技術基準の解釈」の改正案が
審議・承認され、現在パブリックコメントに付されたところ、また、「電力
品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」についても同じく改正
案がパブリックコメントに付されたところです。
これにより、バンク逆潮流制限に係る制度改正が進むものと認識して
いますが、バンク逆潮流を可能にするための設備投資に要する費用負
担の在り方については引き続き検討すべき課題であると認識していま
す。費用負担の在り方の整理によっては、費用負担が困難な再生可能
エネルギー発電事業者が生じる可能性があることから、バンク逆潮流
制限の緩和と併せて、合理的な費用負担の在り方のに取り組むべきと
考えます。

バンク逆潮流制限の緩和のための制度的措置を着実に
進めるとともに、バンク逆潮流を可能にするための設備投
資に要する費用負担について、合理的な在り方を整理す
るべきである。

電気設備の技術基準の解釈
第228条

電力品質確保に係る系統連
系技術要件ガイドライン第2章
第3節

経済産業省

贄
ス

風力・地熱発電に係る環
境影響評価の国による審
査期間の短縮目標の設定

平成24年11月27日に公表した「発電所設置の際の環境アセスメントの
迅速化等に関する連絡会議」中間報告(環境省・経済産業省)におい
て、火力発電所リプレニスについては、全体で150日程度確保されてい
る国の審査期間を45日程度に短縮することを目指すこととしています。
風力・地熱発電についても、同様に国の審査期間の短縮 目標を示すべ

きと考えます。

風力・地熱発電に係る環境影響評価における国の審査期
間について、火力発電所リプレースと同様に、短縮目標
(全体で45日程度)を明示したうえで、実効的な審査短縮
策を講じるべきである。

電気事業法
環境影響評価法

経済産業省
環境省

費
ス

配慮書手続に先行する環
境影響調査の実施による
環境アセスメント期間の大
幅な短縮の促進

風力・地熱発電に係る環境アセスメント期間を「概ね半減」するとの政
府目標を達成するためには、通常方法書手続後に行われ、長期間
(1.5年以上)を要することが一般的な環境影響調査の実施時期を前倒
し、配慮書段階以前から方法書段階の手続と同時並行的に調査を行う
こと(環境影響調査の前倒し口並行実施)が不可欠と考えています。
他方で、こうした取組を実施したとしても、方法書段階等において、長
期間の調査を要する鳥類調査等について追加的な調査を求められた
場合、結果的に環境アセスメント期間の短縮が図られないばかりか、
全体の調査期間が長期化することにより調査費用も増加するリスクが
あります。
また、平成24年10月より環境影響評価法の対象となった風力発電は、
法アセスに基づく手続を全て実施した事例は未だなく、地熱発電につ
いても法アセスに基づく手続の完了事例は未だありません。従つて環
境アセスメントに対する事業者側の予見可能性は相対的に低い状況
にあるといえます。
こうした状況下では、環境影響調査の前倒し口並行実施という対応策は
実態上選択され難いものと考えます。

環境アセスメント期間を大幅に短縮させるため、事業者に
よる環境影響調査の前倒し・並行実施を促進するための
方策を検討し、必要な措置を講じるべきである。

電気事業法
環境影響評価法

経済産業省
環境省

費
ス

風力・地熱発電の環境ア
セスメント係る情報の利活
用のための環境整備

晏曇魃 躊 員rぢ)9撃躙 魂亀窯警響覆珈
調査情報等、環境アセスメントに関する情報や知見を事業者が利活用
できる環境の整備が極めて重要であると考えております。また、そうし
た1青報は環境アセスの審査に関わる専門家や自治体等にとつても有
益なものと考えられます。環境省及び経済産業省は、両省それぞれの
取組により収集・整理される情報について、統合的に利用可能とする
方策について検討すべきと考えます。

風力発電所及び地熱発電所の設置に係る環境影響調査
を簡素化・迅速化すべく、環境省及び経済産業省は環境
基礎情報や環境アセスメントに関する知見等について統
合的に利用できる具体的方策について検討し、必要な措
置を講じるべきである。         ｀

経済産業省
環境省



帷
朗

Ｗ

先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

アセ
ス

風力・地熱発電の特性を
踏まえた配慮書手続

平成25年4月から新たに導入された配慮書手続は、発電事業の計画
段階で実施され、事業計画について複数案を設定することが現実的で
はないと認められる場合等を除き、複数案を設定することとしていま
す。
配慮書手続の運用にあたつては、当該手続が事業者にとって現実的
に対応可能であり、合理的な手続となるよう配慮が必要ですが、発電
事業はその事業特性からして、構造、配置、規模、位置に関する複数
案の設定が困難ケースが多いとの指摘があります。
環境省及び経済産業省は、地元調整を経ながら計画が立案され、立
地地点も制約される発電事業の事業特性を踏まえつつ、配慮書におけ
る複数案口単一案の考え方を明確化・類型化するべきと考えます。

環境省及び経済産業省は「発電所に係る環境影響評価
の手引き」等において、地元調整と並行的に事業計画が
立案され、立地地点も制約されるなどの発電事業の事業
特性を踏まえつつ、配慮書手続における複数案・単一案
の考え方を明確化・類型化するべきである。

発電所の設置又は変更の工
事の事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定
するための指針、環境の保全
のための措置に関する指針
等を定める省令(平成10年通
商産業省令)

経済産業省
環境省

アセ
ス

地熱発電に係る数値シ
ミュレーションによる風,同
実験の省略

地熱発電に係る硫化水素の拡散予測評価において、シミュレーション
のみでは地形影響が予測できないため風洞実験を実施しています。
しかし、風洞実験の設備は現状4ヶ所のみと限定されており、試験時期
確保の制約により、環境影響評価手続が長期化する要因となつている
ことから、数値シミュレーション技術の確立による硫化水素に係る拡散
予測評価の簡素化・迅速化に取り組むことが必要であると考えます。

地熱発電所設置に係る硫化水素の環境影響評価の簡素
化・迅速化のため、拡散予測評価に使用可能な数値シ
ミュレーション技術の確立に向けた検討を開始するべきで
あるも

発電所の設置又は変更のエ
事の事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定
するための指針、環境の保全
のための措置に関する指針
等を定める省令(平成10年通
商産業省令)第7条
環境影響評価法第11条

経済産業省
環境省

発電
溶接安全管理検査(火力
設備)制度の縮小

ポイラー等耐圧部の電気工作物の溶接部について、電気事業法上、、
設置者は「溶接安全管理検査」制度の下、技術基準への適合確認に
加え、その方法として、設置者が溶接工程全般に渡る溶接事業者検査
を行うこと、またその実施に係る体制について指定機関などによる審
査を受審する義務が課せられています。
一方、同じ溶接部について、ガス事業法においては「製造者」が設置者
に対して検査記録等を提出し、設置者はこれもとに製品の技術基準適
合を確認することとされ、高圧ガス保安法においては、「製造者」が特 ―

定設備検査を受け、特定設備検査合格証を設置者に提出することとさ
れております。
すなわち、電気事業法が、

.前
述の他法令においては製造者が担保す

べき溶接部の検査義務を設置者に課していることにより、溶接技術に
係る専門的知見を必ずしも有しない設置者にとつてその履行が大きな
負担となつています。
平成11年1月の電気事業審議会基本政策部会等による合同小委員会
報告では、「将来的には、設置者等が自らの責任により第二者を活用
し、技術基準適合性の確認や品質管理状況の評価を受けたり、自主
保安の状況について、迅速かつ効果的に、設置者等が自ら説明・報告
を行うといつた状況になつてきた場合には、それに応じて、安全管理審
査を、縮小日廃止していくこととすべきである。」とされております。
本制度創設の契機となったいわゆる焼鈍問題(平成9年 )は、原子力
発電設備に係る事案と認識しており、火力発電設備に関しては溶接安
全管理検査を縮小日廃止する環境が整つていると考えます。

火力発電設備におけるポイラー等の電気工作物の耐圧
部分に係る溶接に関して、設置者に課せられている溶接
安全管理検査の受審義務の廃止、縮小につき検討し、結
論を得るべきである。

電気事業法第50条、第52条

電気事業法第52条に基づく火
力設備に対する溶接事業者
検査ガイド(平成21年4月、
NISA-234a-08-1)

溶接安全管理審査実施要領
(平成21年4月 NISA-234a…
08-2)

経済産業省



WG優
先項目 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

rlrfi
既築マンションにおける電
力会社受変電設備の資産
譲渡

マンション高圧―括受電サービスは、消費電力の可視化やデマンドレ
スポンスサービス等の高付加価値サ=ビ スとの連携による省土ネ対策
の一つとして期待されています。   ‐
しかし、既築マンションを高圧―括受電サービスに切り替える場合、一

般電気事業者が既設の受変電設備を撤去し、マンションー括受電サー

暑縄 誉 鑽 鍵 論 議 雅 計副 詩 霞 驚 乳 蠣 諦 庁
いか、相対の交渉で決定されるなど、一般電気事業者間で統一的な運
用がなされていない状況です。
受変電設備の譲り受けがなされない場合、停電を伴う工事を要するな
ど、需要家に負担を強いざるを得ないケースもあります。このため、一

般電気事業者と一括受電サービス事業者等との間の資産譲渡の取扱
例をガイドライン等で示すことにより、需要家がマンションー括受電
サービスを選択する場合の移行プロセスを円滑化するべきであると考
えます。

二般電気事業者が電力供給している既築マンションを高
圧―括受電に切り替える場合について、一般電気事業者
資産の受変電設備等をマンション管理組合または一括受
電サービス事業者からの求めに応じて譲渡させることを促
すとともに、譲渡設備の品目や買取価格の考え方など、
設備譲渡の基本的な考え方についてルール化するべきで
ある。

電気事業法第13条第1項
電気事業法施行規則第17条
第1号

経済産業省

rlrfi
高圧―括受電するマンショ
ンの高圧部分に関する点
検

平成24年3月30日付「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」改正に
より、高圧―括受電するマンションの住居部分の点検頻度は一般用電
気工作物と同様とする運用に見直されました。
高圧―括受電マンションの設備点検については、原則1年に1回とされ
ているところです。ただし、一定の要件を満たす場合に限つてこれを3年
に1回とすることが認められているものの、停電は不可避の状況です
(停電を回避するための迂回回路の設置や電源車の使用は高コス

ふ嗜辞犠理盤酬管護都離靱 こi臨
状況です。需要家の利便性確保の観点からは高圧―括受電であつて
も、保安上の一定の要件を満たす場合に限って停電を伴わない検査を
認めるとともに、この一定要件の基本的な考え方を示すべきと考えま
す。

需要家の利便性向上の観点から、高圧―括受電するマン
ションの保安管理を外部委託により行う場合の住居部分
の点検において、保安上の支障がないこと等の一定の要
件を定め、これを充足するときは、停電を伴わない点検方
法を認めるなど必要な措置を講ずるべきである。

「主任技術者制度の解釈及び
運用(内規)」

経済産業省

特定
供給

特定供給の許可基準にお
ける自己保有電源比率の
撤廃

平成24年10月、電気事業法上の特定供給の許可基準が緩和され、供
給者の発電設備により需要の50%以 上を満たし、不足分は電力会社

蒸1准鍵違多三尾三二矛
けることで全ての需要を“たす形での特定供

しかしながら、特定供給を活用することにより、再生可能エネルギーや
コージェネレーションなどの分散型電源の有効活用(地産地消等)やデ
マンドレスポンス(電力需要側における電力制御)等を通じた地域単位
でのエネルギーマネジメントの活1生化のニーズが高まっている中、需
要の50%以 上の自己電源の保有の要件が事業上の大きな障害とな
り、特定供給の許可を得られないケースが生じています。
また、蓄電池と再生可能エネルギーとの組み合わせや燃料電池を電
源とした地域単位でのエネルギーマネジメントのニーズも高まっていま
すが、それらを自己電源とした特定供給が許可された実績は未だなく、

す争
らは特定供給における発電設備として認められていなし

:状
況で

自家発電した電気を自家消費する行為の延長線上にある
という特定供給の趣旨に鑑み、自己電源の保有要件は維
持しつつも、特定供給の許可基準における自己保有電源
比率(需要の50%以 上)の撤廃を行うべきである。

再躙 毒   蹴    管
認めるべきである。

電気事業法第17条第3項第1
号
電気事業法施行規則第21条
第3号

経済産業省



WG優
先項目 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 根拠法令等 所管省庁

散
源

分
電

コニジェネレーション設備
に係る専用線での連系接
続の実施

コージェネレーション設備により発電した電気を発電(逆潮)する場合、
「一需要場所、一需給契約」の原則により、施設内の電力を賄うために
用いられる引込線を経由して行われています。
一般に、コージェネレーション設備は、出カー定で整形された価値の高
い電力供給源ですが、引込線のみにより連系接続している現状におい
ては、自家消費分を差し引いた残りを逆潮することとなるため、電力は
変動し不整形となることにより電力供給源としての価値が低下するとの
指摘があります。
コージェネレニション設備専用線を追加して連系接続することができれ
ば、自家消費分の影響を受けることなく出カー定の整形された電力を
逆潮することが可能となり、特に需給逼迫の局面においては高価値な
電力供給源の一つとなり得ると考えられます。コージェネレーション設
備の導入拡大を通した節電「省エネルギーの促進や「分散型・グリーン
売電市場」の活性化にも資することとなります。

コニジェネレーション設備について、既設の施設と設備規
模(電圧)や需要家が異なる場合等において、保安上の支
障がないこと等の一定の要件を満たした場合は、コージェ
ネレーション設備専用の引込線を別途敷設することを可能
とするべきである。              ´

電気事業法第2条第1項第7号
電気事業法施行規則第2条の
2第2項

経済産業省

散
源

分
電

家庭用コージェネレーショ
ン電力の有効活用のため
のネットメータリング制度
の創設

家庭用コニジェネレーションの発電電力については、設備能力に余力
がある場合でも、現状は余剰電力を適切に評価・活用する仕組みが
整つていないため、電力供給力不足・不安定性等に十分貢献できない
状況となっています。
産業用コージェネレーション等は卸電力取引所への電力拠出が比較
的容易ですが、家庭用コージェネレーションは取引参加が困難である
ことから、米国では家庭用コージェネレーション設備の余剰電力をネッ
トメータリング制度(及び固定価格買取制度)により買取されることが一

般的です。
本件について、経済産業省よリネットメータリングの内容を明確にしな
いと検討を進められないとの見解が示されておりますが、電力供給不
足への貢献(ピークカツト等)、発電効率(総合効率)の高い家庭用コー

ジェネレーションの稼働率向上のため、電力系統への逆潮流を容易に
可能とする制度としてt海外の事例を参考としつつネットメータリングの
創設に向けて検討すべきと考えます。

ピークカットによる電力供給不足への貢献、総合エネル
ギー効率の高い家庭用コージェネレーションの稼働率向
上のため、家庭用コージェネレーション電力の電力系統ヘ
の逆潮流を容易にする方策としてのネットメータリング制
度の創設について、諸外国の事例を踏まえて検討し、結
論を得るべきである。

経済産業省



2.「エコカーの世界最速普及」関係

唯
朝

Ｗ
先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

●
イン
フラ

天然ガス充てん設備を併
設した給油取扱所におけ
る天然ガス自動車とガソリ
ン自動車の停車スペース
の共用化

第3回日本経済再生本部において、新ターゲティングポリシー(戦略市
場創造プラン)の戦略目標4つのうちの1つとして「安全・便利で経済的
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。
本項目について、総務省よリガソリン等危険物火災と天然ガス火災に
よる複合災害を防ぐためには天然ガスディスペンサーを給油空地外に
置くべきであるとの見解が示されております。当方も給油取扱所の安
全性の確保が大前提であり、いかに安全性を後退させずに利便性、経
済1生向上を図るかが重要であると認識しております。
一方、複合災害の危険性については慎重な検討が必要だと考えます。
すなわち、天然ガス自動車は、ガソリン自動車等と同様に道路運送車
両法の保安基準に従つて製造され、保安基準を満たしていることにつ
いて、国の完成検査を経て車両登録されています。また、圧縮天然ガ
ス自動車燃料装置用容器についても、高圧ガス保安法の技術基準に
従つて製造され、高圧ガス保安協会の容器検査を経て車両に搭載され
ています。さらに、天然ガスディスペンサーも高圧ガス保安法により技
術基準が定められており、消防法で技術基準が定められているガソリ
ン等給油ディスペンサーと同等以上の安全性が担保されていると考え
ております。
そこで、ガソリン等危険物火災と天然ガス火災による複合災害のリスク
については、自動車の停車スペースを共用化することを前提に、リスク
回避、軽減のために必要な安全対策を検討すべきであると考えます。
なお、平成23年1月経済産業省は、燃料電池自動車の国内市場導入と
水素供給インフラ整備に係る民間事業者による共同声明を発表してお
ります。圧縮水素充てん設備設置給油取扱所についても、危険物の規
制に関する規則第27条の5第5項第3号ハ(1)において、天然ガスディス
ペンサーと同様、水素ディスペンサーは給油空地外に置くこととされて
おり、燃料電池自動車でも近い将来同一の問題が浮上することが確実
に想定されます。そのため、まず普及が進んでいる天然ガス自動車で
先行して天然ガスディスペンサーの給油空地内への設置の可否を整
理することが有益であると考えます。
また、ドイツでは、天然ガスディスペンサーとガソリン等給油ディスペン
サーを近接して設置し、天然ガス自動車とガソリン自動車の停車ス
ペースの共用化が可能との指摘があります。規制改革会議で現在検
討している「国際先端テスト」を仮に次世代自動車分野で実施するなら
ば、本項目の比較検証を求めることとなり得る点、御了承いただきた
い 。

消防庁は、天然ガス自動車の普及拡大を図るべく、ドイツ
等諸外国の事例を踏まえ、天然ガス充てん設備を併設し
た給油取扱所において、天然ガス充てんのための停車ス
ペースと給油のための停車スペースを共用化するための
方策につき、経済産業省及び事業者を含めた検討会にお
いて検討し、結論を得るべきである。

消防法第10条第4項
危険物の規制に関する政令
第17条第3項第4号
危険物の規制に関する規則
第27条の3第6項第4号ハ(1)

一般高圧ガス保安規則第7条
第1項第6号及び第2項第18号

総務省
経済産業省



唖
刺

Ｗ

先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

●
イン
フラ

第二種製造者に相当する
小規模な圧縮水素スタンド
基準の整備(高圧ガス保
安法)

1諄霙墓ま鷲孟蟹聟雷I11
当する製造設備の技術基準は‐般高圧ガス保安規則第7条の3第2項
|に

規定されており、加えて第二種製造者であつて処理能力が30m3/1
日以上である製造設備の技術基準も同条に準拠するよう規定されてい
|ます(一般高圧ガス保安規則第11条第5号)。
しかし、都市に設置する圧縮水素スタンドについて、第二種製造者で
あって処理能力が30m3/1日 未満である製造設備の明確な技術基準
は現在ありません。
本項目について、経済産業省より小規模水素スタンドに一般高圧ガス
保安規則第7条の3第2項を適用する場合、何が過剰な規制なのか等
を明確にしないと検討を進められないとの見解が示されております。
T般 高圧ガス保安規則は、第二種製造者であつて処理能力が30m3/
1日未満の製造設備に係る技術基準(一般高圧ガス保安規則第12条)
は、第一種製造者の技術基準(同規則第6条)の一部を免じる形で保
安距離、施設の構造等の技術基準が緩和されています。
一方、市街地への設置を想定した圧縮水素スタンドの技術基準(同第7
条の3第2項)は第一種製造者の技術基準(同第6条)を準用または追
記して構成されており、大規模な圧縮水素スタンドを想定した厳しい規
制となっています。
第二種製造者であつて処理能力が30m3/1日 未満の小規模な製造設
備を市街地へ設置する場合に、この技術基準を適用することは、一般
高圧ガス保安規則第6条に対して、処理量が少ないことにより保安距
離、施設の構造等の技術基準を緩和した同第12条の考え方が反映さ
れておらず、小規模な施設に大規模な施設の厳しい技術基準を適用
するという過剰な規制となつております。
そこで、処理能力が30m3/1日 未満の小規模水素スタンドについても、
設備の処理能力、仕様(圧力等)に応じたリスクベースの評価による適
正な技術基準が必要であると考えております。
小規模水素スタンドは埼玉県庁で試験的に設置された段階です。経済
産業省見解は、現在水素スタンドの技術基準に明確な規定がない小
規模水素スタンドの技術的な基準を事業者サイドで固め、製作し、安全
性を評価することを求めるものとも解釈できるものです。

覇鵬 噺 脇 誦 電踊 馴 石駆 ど.師 躙 訂
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。水素スタンドに関す
る技術基準、例示基準の策定・改正で蓄積した知見や消防庁が平成
24年3月に取りまとめた圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の安全
対策に係る知見を最大限活用して、経済産業省のイニシアチプの下、
事業者の参画を得ながら、豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事
務局として、第二種製造者に相当する小規模な圧縮水素スタンド基準
の整備にお取組いただきたい。

公共機関等の防災拠点や燃料電池自動車の販売店等ヘ
の小規模な圧縮水素スタンドの設置を促進すべく、高圧ガ
ス保安法上の第二種製造者であって、製造に係る1日あ
たりの処理能力が30立方メートル未満の圧縮水素スタンド
に係る技術基準の整備を行うべきである。

特定設備検査規則第3条第1
項第5号

経済産業省

●
イン
フラ

第二種製造者に相当する
小規模な圧縮水素スタンド
基準の整備(建築基準法)

平成23年3月25日付国住街第187号「水素スタンドにおける圧縮水素の
貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運用
について(技術的助言)」では、一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項
に適合するものとして都道府県知事の許可を受けた水素スタンドにつ
いて、住居地域、商業地域への設置を認めています。
そこで、高圧ガス保安法において、第二種製造者に相当する小規模な
圧縮水素スタンド基準が整備された場合には、建築基準法第48条の
規定に関する許可準則を見直していただきたい。

小規模な圧縮水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の
技術基準が定められた場合は、それを踏まえて建築基準
法第48条の規定に関する許可準則を見直すべきである。

建築基準法第法別表第2(ぬ)
項第一号
建築基準法施行令第130条の
9の4第2号
国土交通省告示第359号

国土交通省
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先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

●
ン

ラ

イ

フ

高圧ガス保安法における
水電解機能を有する昇圧
装置の位置付けの明確化

経済産業省より水電解機能を有する昇圧装置は、水電解機能により水
素を発生させる反応器と考えられ、反応器特有のリスクがあるとの見
解が示されております。
特定設備検査規則第2条第2号は反応器について「高圧ガスの製造設
備のうち化学反応を行わせるための特定設備」と定義しています。経
済産業省のいう「反応器特有のリスク」とは、化学反応が発熱的である
場合に冷却不足により反応暴走(熱暴走)を引き起こし、装置が爆発す
る可能性がある点を指しているものと理解しました。
水電解は、化学反応の一種ではありますが電気化学反応であるため、
電位差が生じないと反応が生じません。すなわち、化学反応が熱暴走
を防ぐために電気を使つて反応器を冷却し続ける必要があるのに対
し、電気化学反応は、電気を止めれば自ずと反応が止まることから、反
応器特有の熱暴走リスクの有無に大きな差があります。また、上記昇
圧装置は、水を酸素と水素に電気分解するものであり、仮に何らかの
要因でベントを行つても、化学プラント等と異なり有害物質を大気中に
放出することはありません。
上記昇圧装置で用いられる差圧式高圧水電解の仕組みは、最新の技
術開発によつて生み出されたtOで す。特定設備検査規則第2条第2
号の「反応器」として規制するのではなく、電気化学反応を行う反応器
のリスクを丁寧に評価・分析いただいた上で、特定設備として扱うこと
の妥当性を御判断いただければと思います。
なお、現時点で、特定設備検査規則第3条第3号にて設計圧力のごく′Jヽ
さな昇圧装置を設置した事例はありますが、水素製造能力に限界があ
るため、「ポンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器」(同条第5項)と同様
の位置付けを希望しております。

小規模な圧縮水素スタンド等での利用が見込まれる水電
解機能を有する昇圧装置について、電気化学反応の特性
を踏まえ、高圧ガス保安法上の特定設備への該当性を検
討し、結論を得るべきである。

特定設備検査規則第3条第1

項第5号 経済産業省

●
ン

ラ

イ

フ

圧縮水素運送自動車用複
合容器に係る水素充填、
保管、移動時の上限温度
の緩和

一般高圧ガス保安規則第49条第1項第4号は、車両に固定した容器の
移動に係る技術上の基準として、当該容器の安全性を確保するため、
常に40℃以下に保つことを定めています。
他方、圧縮水素自動車燃料装置用容器については、同号の例外とし
て、例示基準「圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準(」ARI S
001(2004))」により、充填口保管口移動時に85℃までの温度上昇が認
められています。
水素運送自動車用複合容器は、上記JARI S 001とほぼ同じ例示基準
である「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準」(JIGA―T―S/12/04)
に基づき製作されており、」ARIS001並びにJIGA…T―S/12/04では環境
試験を-40℃ ～85℃で実施し、合格しなければならないとされていま
す。また、量の多さや、作業面での圧縮水素運送自動車(トレーラー)
固有のリスクについては、2013年度から経済産業省の事業の中で、民
間団体等において、技術的な安全性の評価・検討が実施される予定で
す。
そこで、経済産業省のイニシアティプの下、事業者の参画を得ながら圧
縮水素自動車燃料装置用容器および圧縮水素運送自動車用容器の
技術基準に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務局として
安全性の評価・検証を進めていただきたい。

圧縮水素運送自動車による水素スタンドヘの効率的な水
素供給を可能とすべく、圧縮水素運送自動車用複合容器
について、充填、保管、移動時の上限温度を燃料電池自
動車の燃料装置用容器と同一の85℃に引き上げるよう検
討し、結論を得るべきである。

一般高圧ガス保安規則49条

第1項第4号 経済産業省
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先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

●
ン

ラ

イ

フ

市街化調整区域への水素
スタンド設置許可基準の
設定        |

水素スタンドについては、国土交通省より標準的な規模口構造等が確
定していない状況であるとの見解が示されております。
水素スタンドは、一般高圧ガス保安規則第7条の3およびその例示基準
において技術基準が定められており、それを受けて、危険物の規制に
関する規則第27条の5第5項第1号においてガソリンスタンドとの併設に
係る基準が定められています。
加えて、建築基準法施行令第130条の9の4第1項第2号口において用
途地域上の取り扱いも定められており、標準的な規模口構造等が確定
していない状況とは言えません。
第3回日本経済再生本部において、新夕=ゲ ティングポリシー(戦略市
場創造プラン)の戦略目標4つのうちの1つとして「安全1便利で経済的
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。

熱 ぎ 惜課龍 儡 撃 偽慣猛 臨 毅 鶏 穐1描 菖 為
ており、2015年度までに100箇所程度の水素スタンドの建設を目指し
て、2013年度から国の支援(水素供給設備整備事業費補助金:補助率
1/2)を受け、水素スタンドの建設が開始されます。
水素スタンドの設置を進め、燃料電池自動車の普及につながるよう、
都市計画法施行令第29条の7に規定される「給油所等」には水素スタ
ンドが含まれる旨の技術的助言をお願いしたい。

水素スタンドを市街化調整区域にも建設できるよう、都市
計画法施行令第29条の7に規定される「給油所等Jには水
素スタンドが含まれることを明確化するべきである。

都市計画法第29条、第34条
第9号、都市計画法施行令第
29条の7

国土交通省

●
イン
フラ

液化水素スタンド基準の
整備①(高圧ガス保安法)

本項目については、経済産業省より民間団体における科学的な検討を
行つた上で、技術基準の提案があれば検討する旨の見解が示されて
おります。
高圧ガス保安法における液化水素スタンド基準の整備については、
2015年の燃料電池自動車の普及開始に先行して行うことが重要であ
り、経済産業省のイニシアティプの下、事業者の参画を得ながら圧縮
水素スタンドの技術基準を基本軸として、一般高圧ガス保安規則第7条
の3第2項に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務局として
安全性の評価・検証を進めていただきたい。
なお、液化水素スタンドは海外では主要な方式として普及しており、規
制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世代自動
車分野で実施するならば、本項目の比較検証を求めることとなり得る
点、また液化水素スタンドに一般高圧ガス保安規則第6条1項を適用す
る現在の規制が合理的である旨を経済産業省に説明いただくことにな
り得る点、御了承いただきたい。

液化水素スタンドを市街地にも建設できるよう、ドイツ、米
国等諸外国の事例を踏まえ、関係省庁、高圧ガス保安協
会及び事業者による検討会において検討し、同規則に液
化水素スタンドに係る技術上の基準を新設すべきである。

一般高圧ガス保安規則への
基準の新設

経済産業省

●
ン

ラ

イ

フ
液化水素スタンド基準の
整備②(消防法)

圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の安全対策については、高圧ガ
ス保安法令における圧縮水素充てん設備の安全対策に係る検証結果
を踏まえて、消防庁の検討会において給油取扱所に当該設備を併設
した場合に火災危険性が増大しないことの検証を行い、その結果に基
づき、圧縮水素充てん設備を設置する給油取扱所の安全性対策のあ
り方が取りまとめられました。
そこで、これと同様に、高圧ガス保安法において、液化水素スタンドに
係る技術上の基準が整備された場合には、液化水素スタンドと給油取
扱所を併設する場合の安全対策のあり方を消防庁の検討会で整理い
ただきたい。

液化水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の技術基準
が定められた場合は、それを踏まえて液化水素スタンドと
給油取扱所を併設する際の消防法上の安全対策を定め
るべきである。

消防法第10条第4項
危険物の規制に関する政令
第17条第3項第4号
危険物の規制に関する規則
第27条の5

総務省
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●
ン

ラ

イ

フ
液化水素スタンド基準の
整備③(建築基準法)

圧縮水素スタンドについては、平成17年3月29日付国土交通省告示第
359号「燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充てんするため
の圧縮水素の安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣
が定める基準」により、一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項各号に
掲げる基準に適合するものとして都道府県知事の許可を受けることに
より、商業地域等への設置が可能とされています。
そこで、これと同様に、高圧ガス保安法において、液化水素スタンドに
係る技術上の基準が整備された場合には、建築基準法第48条の規定
に関する許可準則を見直していただきたい。

液化水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の技術基準
が定められた場合は、それを踏まえて建築基準法第48条
の規定に関する許可準則を見直すべきである。

建築基準法第法別表第2(ぬ)
項第一号
建築基準法施行令第130条の
9の4第2号
国土交通省告示第359号

国土交通省

●
イン
フラ

70MPa水素スタンドに対応
した技術上の基準や例示
基準の整備

プレクーラーに供する冷凍設備(以下「プレクーラー」)以外の高圧ガス
設備については、敷地境界や道路との離隔距離が8mであるのに対し、
プレクーラーに対しては、近隣住宅等から10m程度の離隔が求められ
ています。加えて、複合容器蓄圧器については、鉄鋼または非鉄金属
製のものに限られています。
プレクーラーに係る保安距離及び複合容器蓄圧器の使用については、
民間団体等の検討結果の技術的な妥当性について2013年以降評価
を行う予定である旨が経済産業省より回答が示されております。
2012年度、民間団体による基準案が作成されたことから、その評価を
実施し、省令及び例示基準について、2013年度中に速やかに改正い
ただきたい。

①水素スタンドの市街地への建設を容易にすべく、プレ
クーラーに供する冷凍設備に係る保安距離の緩和につき
検討し、結論を得るべきである。
②複合容器蓄圧器について、水素スタンドヘの設置の技
術上の基準策定につき検討し、結論を得るべきである。

①プレクーラー
ー般高圧ガス保安規則第7条
の3

②複合容器蓄圧器
特定設備検査規則への基準
の新設

経済産業省

●
イン
フラ

市街地に設置される水素ス
タンドにおける水素保有量
の増加

平成23年3月25日付国住街第187号「水素スタンドにおける圧縮水素の
貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運用
について(技術的助言)」により、市街地の水素スタンドでも必要な量の
水素貯蔵を認めた趣旨は、高圧ガス保安法上の基準適合により水素
スタンドの安全性は担保され、水素貯蔵量は安全性には影響しない点
にあると認識しております。
2015年の燃料電池自動車の普及開始に向けて、市街地における水素
供給事業が成り立つよう特定行政庁の許可なく必要な量を貯蔵できる
よう制度改正いただきたい。
なお、欧米では水素保有量が事業計画が成り立たないほどの少量に
制限される規制はないため(欧州は約33,000Nm3以下は許可不要、米
国は規定なし)、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」
を仮に次世代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検証を求
めることとなり得る点、御了承いただきたい。

市街地における圧縮水素スタンドの整備が促進されるよ
う、かかる水素スタンドにおける圧縮ガスの貯蔵量につい
て、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、上限の撤廃に
つき検討し、結論を得るべきである。

建築基準法第法別表第2(ぬ)
項第二号
建築基準法施行令第130条の
9

国土交通省
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先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

●
ン

ラ

イ

フ

水素スタンドの使用可能
鋼材に係る性能基準の整

使用可能鋼材の拡大については、2010年12月に公表された工程表に
基づき、個々の鋼材について順次例示基準に追加されていますが、海
外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼などの鋼材であつても、省令に
定められた基準に合致しないため、全て大臣特別認可を取得しなけれ
ばなりません。
水素スタンドにおいて安全に使用可能な材料の評価については、民間
団体等が高圧ガス保安協会の参画を得つつ、材料等の専門家による
検討会を開催している旨経済産業省より回答が示されております。
民間団体等による検討結果が整い次第、一般高圧ガス保安規則の例
示基準を見直していただきたい。
なお、特殊ステンレス2種のみが認められている我が国と異なり、欧米
では多様な鋼材が利用可能であり、水素の影響を受けるとされている
クロムモリブデン鋼についても水素スタンドに使用されており、欧米と比
較して過剰な規制であることから、規制改革会議で現在検討している
「国際先端テスト」を仮に次世代自動車分野で実施するならば、本項目
の比較検証を求めることとなり得る点、御了承いただきたい。

海外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼等の鋼材を我
が国の水素スタンドにおいても使用できるよう、ドイツ、米
国等諸外国の事例を踏まえ、使用可能鋼材の拡大につき
検討し、その結果に基づき一般高圧ガス保安規則の例示
基準を見直すべきである。

一般高圧ガス保安規則関係
の例示基準

経済産業省

● 車両

圧縮水素自動車燃料装置
用容器の充てん終了圧力
の緩和

現行法規では、最高充てん圧力70MPaの容器には、充てん終了時の
圧力として70MPaしか認められていません。ガス充てん時に容器内部
のガス温度が上昇することから、充てん終了後にガス温度が降下する
とガス圧力も降下するため、結局最高充てん圧力までの充てんができ
ません。このため容器の貯蔵能力を十分に活用することができない状
況です。
他方、海外においては充てん終了時の圧力を緩和(85℃で87.5MPaま
で充てん可能)することにより容器の貯蔵能力を十分に活用できるよう
にしています。
HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一技術基準)では、85℃で
87.5MPaまでの水素充てんを前提とした安全要件、性能要件を規定し
ていることから、HFCV―gtrを国内に取り入れることにより、国内におい
ても海外並みの充てん終了圧力の緩和が可能となります。
そこで、経済産業省のイニシアティプの下、事業者の参画を得ながら圧
縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準に係る豊富な知見を有する
高圧ガス保安協会を事務局として安全性の評価口検証を進めていただ
きたい。
また、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世
代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検討を求めることとな
り得る点、御了承いただきたい。

燃料電池自動車に係る圧縮水素自動車燃料装置用容器
(最高充てん圧力70MPaの 容器)の充てん終了圧力につ
いて、HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一技術
基準)を踏まえ、85℃で87.5MPaを可能とすべく、速やかに
必要な措置を講じるべきである。

高圧ガス保安法
一般高圧ガス保安規則
一般高圧ガス保安規則の機
能性基準の運用について(通
達)
コンピナート等保安規則
コンビナート等保安規則の機
能性基準の運用について(通
達)
容器保安規則
容器保安規則に基づき表示
等の細日、容器再検査の方
法等を定める告示

経済産業省
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先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

● 車両

圧縮水素自動車燃料装置
用容器及び圧縮水素運送
自動車用複合容器に装置
する熱作動式容器安全弁
の許容

圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用複合容
器に装置する容器安全弁として、現行法規では熱作動式安全弁のうち
溶栓式しか認められていません。
他方、ドイツ、米国等諸外国においては、安全要件、性能要件を満た
せば様々なタイプの熱作動式安全弁を使用することが認められていま
す。
このように海外基準では、方式を限定しない形で熱作動式容器安全弁
が認められており、本年6月に採択予定のHFCV―gtr(水素・燃料電池
自動車の世界統一技術基準)にも同様の規定が盛り込まれる予定で
あることから、HFCV―gtrを国内に取り入れることにより、圧縮水素自動
車燃料装置用容器には国内においても様々なタイプの低コスト型熱作
動式安全弁を使用することが可能となります。その際、圧縮水素運送
自動車用複合容器に対しても、この規定を国内に取り入れることによ
り、国内においてもガラス球式を含む様々なタイプの低コスト型熱作動
式安全弁を使用することが可能となります。
そこで、経済産業省のイニシアティプの下、事業者の参画を得ながら圧
縮水素自動車燃料装置用容器および圧縮水素運送自動車用複合容
器の技術基準に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務局
として安全性の評価・検証を進めていただきたい。
また、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世
代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検討を求めることとな
り得る点、御了承いただきたい。

圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動
車用複合容器に装置する容器安全弁について、熱作動式
容器安全弁のうち溶栓式に限定しているところ、HFCV―gtr
(水素・燃料電池自動車の世界統一技術基準)を踏まえ、
当該方式以外の熱作動式安全弁を許容すべく検討し、結
論を得次第、例示基準を改正するべきである。

高圧ガス保安法
容器保安規則

経済産業省

● 車両

圧縮水素自動車燃料装置
用容器及びその附属品の
使用可能鋼材に係る性能
基準の整備

現行法規では高圧水素雰囲気下での金属の脆化防止の観点から圧
縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品の使用可能鋼材がス
テンレスやアルミの一部に限定されています。同じ名称の材料であつて
も各国の材料規格で定められる構成成分の許容範囲が微妙に異なる
ことから、国内向けと海外向けで共通の材料を使用することができない
状況です。
HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界統一技術基準)の策定の過
程でも、この項目は将来に向けた検討課題として積み残された形と
なつています。
個別の材料指定ではなく、水素脆性を性能要件化した規定にするこ
と、更には、こうした性能要件を諸外国との間で積極的に国際基準調
和することで、使用可能な材料の選択肢を広げることを可能にすべき
です。
これにより、国内向け、海外向けの容器、附属品で共通の材料を使用
することが可能になり、燃料電池自動車の開発、評価、製造のいずれ
の過程においてもコストダウンが可能となります。

圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品に係る
使用可能鋼材について、国内外で同一の材料を使用でき
るよう、性能要件化につき検討し、結論を得るべきである。

高圧ガス保安法
容器保安規則

経済産業省

14
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先 分 野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

● 車両

燃料電池自動車等の車両
と圧縮水素自動車燃料装
置用容器に係る法規制の
パッケージ化

ドイツ、米国等諸外国では燃料電池自動車において、車両と高圧水素
容器を同じ法規の中で一つのパッケージとして捉えて、基準調和、相
互認証の実現を目指した取り組みが進んでいます。
国内では車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器をそれぞれ道路運送
車両法と高圧ガス保安法という別々の法規で規定しており、さらに、高
圧ガス保安法には海外との間で相互認証の制度が整備されていませ
ん。このために、日本から海外に燃料電池自動車を輸出するには、圧
縮水素自動車燃料装置用容器と容器附属品について、高圧ガス保安
法に基づく国内での認可とは別に、輸出先の国ごとの認可を取得する
必要があります。また、海外から燃料電池自動車を輸入する際にも煩
雑な手続が必要となります。
具体的に言えば、海外で製造した燃料電池自動車を国内に輸入する
場合には、事前に燃料電池自動車から圧縮水素自動車燃料装置用容
器とその附属品を取り外して国内に輸入した上で、高圧ガス保安法に
基づく認可を取得し、刻印を押してから再度海外に輸出し、海外で改め
て燃料電池自動車に当該圧縮水素自動車燃料装置用容器とその附
属品を装置した上で、国内に輸入し、燃料電池自動車としての車両認
可を取得する必要があります。
国内においても海外と同様に車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器
をパッケージとして取り扱うことにより、海外との間で基準調和又は相
互認証が可能になれば、車両、圧縮水素自動車燃料装置用容器と容
器附属品の認可取得が簡素化され、国際競争力のある日本の燃料電
池自動車をグローバルなマーケットに投入していくことが可能になりま
す。

HFCV―gtr(水素・燃料電池自動車の世界続―技術基準)
を国内法規に鯛館なく受け入れ、その後相互認証を実現
するため、燃料電池自動車について、道路運送車両法の
保安基準と高圧ガス保安法の保安基準を整理した上で、
ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、経済産業省、国交
省及び事業者によるパッケージ化に向けた検討会を実施
するべきである。

道路運送車両法
高圧ガス保安法

経済産業省
国土交通省

● 車 両

圧縮水素自動車燃料装置
用容器に係る年号等の表
示方法の統一化

現行法規では「容器検査に合格した年月日」、「充てん可能期限年月
日」、「附属品検査に合格した年月日」、「容器再検査の年月日」及び
「附属品再検査の年月日」を年月日で表示することを規定しています
が、実際の運用では、容器への刻印(日一月一年/西暦の下2桁)と車
両に貼付された車載容器総括証票(年一月一日)で表示順番が異な
り、さらに車載容器総括証票、容器再検査合格証票では西暦表示と和
暦表示が混在して運用されている状況です。
例えば『15-12-13』と表示されていた場合、2015年12月13日か2013年
12月15日なのか、判別しづらく誤認識の恐れがあります。
「容器検査に合格した年月日」や「充てん可能期限年月日」の年月日
の表示方法(表示順番と和暦/西暦)を法規に明記することで、認識間
違いが生じることを防止すべきと考えます。
特に燃料電池自動車においては、今後の普及拡大に伴い、これまでの
ような容器の専門家に限らず幅広い関係者が燃料電池自動車の継続
検査時、水素充てん時などに「容器検査に合格した年月日」や「充てん
可能期限年月日」を確認することになることから、表示方法を統一化す
ることは圧縮水素自動車燃料装置用容器の安全確保の点から有益で
す。

圧縮水素 自動車燃料装置用容器及びその附属品に係る
「容器検査に合格した年月日」、「充てん可能期限年月
日」、「附属品検査に合格した年月日」、「容器再検査の年
月日」、「附属品再検査の年月日の刻印」及び車載容器総
括証票、容器再検査合格証票の年月日の記載について、
年号の表示及び年月日の記載順を統一するべきである。

高圧ガス保安法
容器保安規則
容器保安規則に基づき表示
等の細日、容器再検査の方
法等を定める告示
高圧ガス保安法及び関係政
省令の運用及び解釈(通達)

経済産業省



帳
劇
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● 車 両

燃料電池自動車に係る車
両の継続検査と圧縮水素
自動車燃料装置用容器の
再検査の有効期限の整合

燃料電池自動車の継続検査は車検満了日1月前から検査を受けるこ
とができるため、これと整合するために、現行の容器保安規則では、容
器再検査の有効期限を2年1月と規定しています。
実際には運輸局指定の民間車検場では保安基準適合標章を交付でき
るため、車検満了日から45日前に検査を行い保安基準適合標章を交
付することが可能とされています。
このため車検満了日の45日前から31日前までの間に燃料電池自動車
の継続検査を受けるために、容器の再検査を受けると、次の継続検査
有効期限の前に、容器の再検査有効期限が切れるという不整合が生
じます。
そこで、容器保安規則で規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器の
容器再検査の有効期限を2年1月から2年2月に延長させるべきである
と考えます。
これにより燃料電池自動車の継続検査の有効期限の前に、圧縮水素
自動車燃料装置用容器の再検査有効期限が切れるという不整合を防
止し、圧縮水素自動車燃料装置用容器の安全な運用を実現させること
ができます。

圧縮水素自動車燃料装置用容器の容器再検査の有効期
限についてt自動車検査登録制度に基づく車両の継続検
査のサイクルを勘案し、2年1月から2年2月に延長するベ
きである。

高圧ガス保安法
容器保安規則

経済産業省

● 車 両
車載容器総括証票に対す
るガスの種類の記載追加

現行法規では圧縮水素自動車燃料装置用容器への充てん時に、容器
に表示された充てんすべき「ガスの種類」を確認することを求めていま
す。容器の表示に代わるものとして現行法規では車載容器総括証票
が規定されていますが、充てん時に容易に見える同証票にはガスの種
類を記載する項目がないために、容器本体の刻印事項を確認する必
要があります。
この確認のためには、車両の下側にもぐりこんで直接容器の刻印を読
み取る必要が生じますが、毎回のガス充てんの都度このような確認作
業を行うことは実際的ではありません。

圧縮水素自動車燃料装置用容器にガス充てんする際に
確認すべき事項につき、使用者が車載容器総括証票です
べて確認できるよう、車載容器総括証票にガスの種類を
記載する項目を新設すべく検討し、結論を得るべきであ
る。
また、当該項目の新設にあたっては、より確実で簡便に記
載事項を確認できるよう車載容器総括証票の一部に同証
票の記載事項をQRコードあるいはパーコード等で表示す
ることにつき併せて検討し、結論を得るべきである。

高圧ガス保安法
容器保安規則に基づき表示
等の細日、容器再検査の方
法等を定める告示

経済産業省

● 車両
燃料電池自動車盗難時の
届出手続の簡素化

高圧ガス保安法第63条は、高圧ガス容器の所有者(又は占有者)は容
器が盗まれた際、都道府県知事又は警察官に事故届を提出するよう
義務付けています。当該規定は産業用の高圧ガス容器を想定したもの
ですが、燃料電池自動車の所有者は車両の盗難被害届と、圧縮水素
自動車燃料装置用容器の事故届の両方を行う必要が生じます。また、
所有者が高圧ガス保安法の規定を理解していないと、車両の盗難被
害届しか出さない可能性もあります。  ´

燃料電池自動車が盗難にあつた際、警察署へ車両の盗
難被害届を提出すれば、都道府県知事又は警察官への
圧縮水素自動車燃料装置用容器の事故届の提出は不要
とすべく検討し、結論を得るべきである。

犯罪捜査規範
高圧ガス保安法
高圧ガス保安法施行令
一般高圧ガス保安規則

警察庁
経済産業省

● ヽ 車 両

燃料電池自動車からの一

般住宅等への給電(V2自)
の実施に向けた電気事業
法の整備

これまで、一般住宅等に導入される定置用燃料電池については、その
普及に向けた規制の再点検の結果として、小出力発電設備(一般用電
気工作物)に位置づける電気事業法の整備が平成17年になされたとこ
ろです。
しかしながら、整備された規定は定置用燃料電池を想定したものであ
るため、圧縮水素ガスを燃料とし改質等を伴わないなど構造が異なる
燃料電池自動車は、小出力発電設備としてみなされるための要件がそ
のまま適合できないという課題があります。

燃料電池自動車を小出力発電設備(一般用電気工作物)
として位置づける法的環境整備を行うべきである。

電気事業法2条1項16号、38
条等
電気事業法施行令1条1項1号
等
電気事業法施行規則48条第4

項5号等    ―
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令
発電用火力設備の技術基準
の解釈

経済産業省



唯
朝

Ｗ

先 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

● 車両

電気自動車等からの自家
用電気工作物(高圧需要
場所等)への給電(V2H)
の実施に向けた電気事業
法の整備の検討

これまで、電気自動車等からの給電を一般用電気工作物(一般住宅
等)に対して行う場合については、有識者による燃料電池等活用調査
委員会により平成23年度に検討が行われ、技術基準の整備(電気設
備の技術基準の解釈第199条の2)など一定の成果が出てたところで
す。
しかしながら、自家用電気工作物(高圧需要場所等)への給電を行う場
合については、自家用電気工作物へのV2H(自動車を電源として住宅
等に給電すること)を行う場合の技術基準の規定がないため、給電が
できない懸念があるなど、検討すべき課題が多く残っている状況です。

電気自動車等から自家用電気工作物(高圧需要場所等)
へのV2H(自動車を電源として住宅等に給電すること)を
行う場合など、燃料電池等活用調査委員会で積み残され
た課題について、有識者による委員会等を活用した検討
を行うべきである。

電気事業法
電気事業法施行令
電気事業法施行規則
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令
電気設備に関する技術基準を
定める省令
発電用火力設備の技術基準
の解釈
電気設備の技術基準の解釈

経済産業省

● 車両

試験車両に搭載する圧縮
水素自動車燃料装置用容
器の認可制度の見直し

現行法規では公道走行を行わない試験車両に搭載する圧縮水素自動
車燃料装置用容器においても容器保安規則に基づく経済産業大臣の
認可取得が必要とされています。このため高圧容器の開発完了後に
車両の開発を始めている状況です。
欧米では市販車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置用容器には
認可が必要ですが、公道走行を行わない試験車両に搭載する圧縮水
素自動車燃料装置用容器には認可取得が不要です。このため海外
メーカーは圧縮水素自動車燃料装置用容器と車両を同時並行で開発
することが可育ヒになつています。

燃料電池自動車の開発を促進する観点から、公道走行を
行わない試験車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置
用容器については、容器保安規則に係る認可取得を不要
化する、またはその手続を大幅に簡素化するなど経済産
業大臣による認可制度を見直すべきである。

高圧ガス保安法
容器保安規則

経済産業省

● 車両

燃料電池二輪車の車両及
び圧縮水素自動車燃料装
置用容器に係る型式認
定、認可制度の整備

現行法規では車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器の両方において
二輪車が適用対象から除外されているため、燃料電池二輸車に搭載
する圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可も、また燃料電池二輪車
の車両の型式認定を取得することができません。すなわち、燃料電池
二輪車は、一般ユーザー向けに市場投入できない状況です。
一方、欧州においては、既に燃料電池二輪車の型式認定を取得可能
な法規が整備されています。

燃料電池二輪車の市場投入を可能にすべく、道路運送車
両法及び高圧ガス保安法にそれぞれ二輪車に係る車両
の型式認定、圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可に
係る規定を追加するべきである。

道路運送車両法
道路運送車両の保安基準
道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示
高圧ガス保安法
容器保安規則

経済産業省
国土交通省

● 車両

事故に巻き込まれた燃料
電池自動車の圧縮水素自
動車燃料装置用容器から
のガス放出に関する規定
の整備

燃料電池自動車が事故に巻き込まれた際、圧縮水素自動車燃料装置
用容器から速やかに水素を大気中に放出することで安全を確保する
必要が生じる場面が予想されます。
こうした場面では、当該容器に装置されている容器安全弁を作動させ
れば、速やかに水素を放出することができますが、一般高圧ガス保安
規則第62条第2号はこのような容器安全弁を作動させる水素の廃棄方
法を想定していないため、少量ずつ放出することを求める規定になつて
います。                      ―

燃料電池自動車が事故に巻き込まれた場合など、圧縮水
素自動車燃料装置用容器より水素を速やかに大気中に
放出させる必要がある場合には、容器安全弁を作動させ
ることが認められるよう必要な措置を講じるべきである。

高圧ガス保安法
一般高圧ガス保安規則第62
条第2号

経済産業省

17             ‐ ・



3.「低炭素社会の推進」関係

唖卿
分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

C02

グリ=ン 料金メニュー等ヘ

の対応に係る地球温暖化
対策推進法上のC02排 出
係数の見直し

温室効果ガス排出量の算定口報告・公表制度により、電気の使用者
は、電気の使用に係わるC02排 出量の算定について電気事業者ごと
に1つの排出係数(各電気事業者による調達電源の全電源平均排出
係数)を用いることになっています。当該制度下においては、自ら使用
する電気に関する電源やC02排 出係数を選択したいという需要家ニー

ズに対応した料金メニューの提示ができません。
たしかに、現行制度上でもグリーン新電力など別法人を設立して料金
メニューとC02排 出係数を整合させることは可能ですが、会社設立運
営コスト、同時同量の達成の点で課題があります。
大口需要家に供給する電力に係る排出係数の差別的優遇、これに伴
う他の需要家に供給する電力に係る排出係数の悪化については、当
方も同じ問題意識を持つております。

電気の使用を通じて002削減に貢献したいとの需要家

ゴ.f曇翻占こ彙献宅、ヽ     オ昆繁鋒詳乳撃
出係数に加え、料金メニューに応じた002排出係数の算
定B報告することを認めるとともに、②需要家が料金メ
ニューに応じたC02排出係数を使用し自らの排出量を算
定・報告できるよう検討し、結論を得るべきである。

地球温暖化対策の推進に関
する法律第21条の2
特定排出者の事業活動に伴
う温室効果ガスの排出量の算
定に関する省令第2条第4項

経済産業省
環境省

省ェ
ネ

冷凍空調機器への新冷媒
の使用基準の整備

冷凍空調機器に使用される冷媒のうち、現在広く使用されているR―
404A等は、冷凍保安規則第2条において「不活性ガス」として限定列挙
されております。「不活性ガス」に分類されている冷媒を使用して冷凍
空調機器を製造する事業場においては、その他の冷媒を使用するエ
場に比べて、冷凍保安責任者の配置義務、定期自主検査の実施義務
などの要件が緩和されているます。
一方、R-404A等の冷媒は、地球温暖化に与える影響が大きいことか
ら、より影響の小さいHFC-32等のいわゆる「新冷媒候補」が注目され
ています。しかし、HFC-32等は「不活性ガス」に分類されていない「そ
の他の冷媒」であることから、R-404等に比べて各種義務等の負担が
大きく、コスト高となることから、その普及が阻害されているとの指摘が
あります。

現在主に使われている冷媒に比べて、地球温暖化に対す
る影響が小さいHFC-32等 のガスについて、冷凍空調機器
の冷媒として円滑に使用できるよう、利用に伴う条件の緩
和や適用除外の措置を講じることについて検討し、結論を
得るべきである。

高圧ガス保安法
冷凍保安規則第2条、36条

経済産業省

廃棄
物

PCB含有絶縁油に係る処
理対象基準の明確化

現行のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法
(以下「PCB特 措法」)は、意図的にPCBを 使用した高濃度PCB廃 棄物
を想定した法律であり、微量PCB汚 染廃電気機器の存在はPCB特 措
法の施行後に明らかになつています」そのため、PCB廃 棄物の対象と
なる絶縁油中のPCB濃 度基準が規定されておらず、現状では平成16
年2月17日付産業廃棄物課長通知「重電機器等から微量PCBが 検出
された事案について(産発第040217005号通知)」により、PCB廃 棄物
の処理目標となる濃度基準を準用しています。
また、準用基準は米国やEU等 先進諸外国の基準より厳格であり、国
際的な整合が取られていません。
そこで、新たに微量PCB汚 染廃電気機器等の含有濃度に応じた環境
への影響を最新のリスク評価手法を用いて改めて評価しつつ、リスク
に応じて合理的な微量PCB汚 染廃電気機器等の処理促進策の検討が
必要であり、その結果に基づき可及的速やかな措置を講じるべきと考
えます。

微量PCB汚 染廃電気機器等に封入されている絶緑油中
のPCB濃度基準について、含有濃度に応じた環境への影
響を最新のリスク評価手法を用いて評価し見直すべきで
ある。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理に関する特別措
置法     ,
重電機器等から微量PCBが
検出された事案について(環
廃産発第040217005号通知)

環境省



WG優
先項目 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容(案) 所管省庁

麟
物

廃棄物の該当性判断にお
ける取引価値の解釈の明
確化

廃棄物の該当性判断については、「物の性状、排出の状況、通常の取
扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思」をもつて総合的に判断す
る(平成17年3月12日付産業廃棄物課長通知)こととなつていますが、
産業副産物の発生者から需要家までの間の輸送コスト(発生者負担コ
スト)が物の販売価格を上回る場合には、その要素のみをもつて「廃棄
物」と判断する自治体もあり、産業副産物の有効利用が阻害されてい
ます。したがつて、(発生者が経営上の経済合理性に基づき負担する
輸送コストの多寡にかかわらず、)需要家が副産物を有償(有価)で購
入しているときは、その市場において「取引価値は有る」ものとして扱う
よう、解釈をより明確化する必要があります。

廃棄物の該当性判断については、課長通知(環廃産第
05081003号)にて 、物の性状、排出の状況、通常の取扱
い形態、取引価値の有無、占有者の意思をもつて総合的
に判断することと定めていることから、販売価格より運送
費が上回ることのみにより廃棄物と判断する自治体がな
いように需要家が当該物を有償で購入している場合は、
「取引価値は有る」ものとして扱うよう、解釈をより明確に
すべきである。

行政処分の指針について(通
知)(環廃産第050812003号)

環境省

●
廃棄
物

プラスチック製容器包装の
再商品化及び入札制度の
在り方

プラスチック製容器包装に係る再商品化手法については、大別すると
材料リサイクル手法とケミカルリサイクル手法の二つがありますが、循
環型社会形成の観点や、プラスチックからプラスチックがリサイクル
ループとして望ましいという観点から、現在の入札制度となっていま
す。
この方式は、中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合報告に基
づき設定されたものですが、当該報告においては、環境負荷、経済コ
ストといった観点から各手法を評価をしたうえで、容り法の次期見直し
の際に現行の取扱いを見直すことを前提に、引き続き、容り法の次期
見直しまでの間は、現行方式を維持することとしているところです。
平成25年4月には容り法附則に基づく見直しの時期が到来するところ
であり、この機会に、プラスチック製容器包装の再商品化手法の在り方
を再検討すべきと考えます。

容器包装リサイクル法を所管する府省において、入札制
度を含め、プラスチック製容器包装の再商品化の在り方を
根本から再検討すべきである。その際、材料リサイクル手
法とケミカルリサイクル手法における環境負荷低減の効
果、競争促進による経済コストの低下、再商品化製品の
価値評価といつた観点での検討が重要である。

「プラスチック製容器包装の再
商品化手法及び入札制度の
在り方に係る取りまとめ」
(平成22年 10月 中央環境
審議会プラスチック製容器包
装に係る再商品化手法委専
門委員会及び産業構造審議
会プラスチック製容器包装に
係る再商品化手法検討会合
合同会合)

環境省
経済産業省



国際先端テストについて

規制改革会議

2013年 4月 17日

長谷川幸洋

長年改革の必要性が長年、叫ばれながら改革が進まなかった分野に農業などがあ

る。そこで改革の具体的メ■ューと工程作りには時間をかけるとしても、国民に対して

規制改革会議の基本姿勢をあきらかにするためにも、まずは事実関係の把握を目的

に農業、医療・介護t教育分野を国際先端テストの案件にすべきと考える。

具体的には以下の通り。

1、農業

○コメの生産数量調整制度

国民の間には 「米の自給が大切と言いながら、なぜ減反するのか」素

朴な疑間がある。そこで各国の生産数量調整をめぐる制度の違いを調

べる`

○株式会社の農地保有に対する規制

農業に株式会社の参入が広がらない。高齢の農家には 「後継者がし`な

いので、農業事業を会社にまかせたい」という声もある。各国の農業

経営主体はどうなつているのかを調べる。

○農協に対する競争規制の適用

農協は共同購入や共同販売等について独占禁止法の適用を免れている。

各国の事情はどうなっているかを調べる。

2、医療

○診療報酬制度 (混合診療の扱いなど)

○病床規制

3、介護

○介護報酬制度

○総量規制

′4、教育

○学校の公設民営

以 上



平成 25年 4月 17日

再生医療の推進に関する規制改革会議の見解

○  再 生医療については、今後、画期的な治療法や再生医療等製品が開発され

ることによる国民の健康長寿への貢献や、医療関連産業として我が国の経済

成長に資することなどが期待されており、我が国としてもこれを強力に推進

することが求められている。

○  現 在、厚生労働省において今通常国会 (第183回国会)に 提出すべく検討

が進められている再生医療関連法案 (再生医療新法及び薬事法改正法案)で

は、下記の内容などが予定されているとのことである。

(1)細胞の培養 ・加工について、医療機関から企業の工場等への外部委託を

可能とする環境整備

(2)医薬品や医療機器から独立した 「再生医療等製品」の取扱い

(3〕治験において有効性が推定され、安全性が確認された再生医療等製品に

対して、条件 ・期限を付して承認し、市販後に有効性、さらなる安全性

の検証を行う 「条件 ・期限付き承認」の導入

規制改革会議としては、関連法案の今国会への早期提出を求めるとともに、

平成 26年 度中に遅滞なく施行することを求める。

○  さ らに、その際、再生医療をよリー層推進させる観点から、規制改革会議

として、以下の項目を重点課題として提言する。

1.細 胞の培養 ・加工の外部委託に係る運用ルール等の整備

医療機関から企業等への細胞の培養 ・加工の外部委託を円滑に進める

ため、以下をはじめとする運用のルール等の整備が必要である。

(1)委託をする医療機関が、委託先の企業等が行う細胞培養加工の全て

に責任を負うことがないよう、医療機関及び細胞の培養 ・加工を行

う企業等の責任の範囲や内容について明確化すべきである。

(2)万が一健康被害が発生した場合に備えて、被害者救済のための補償

制度等を整備すべきである。



○

○

2. 「 条件 ・期限付き承認」の導入

日本発 ・世界初の再生医療等製品を生み出していく観点から、「条

件 ・期限付き承認」の導入に際しては、以下のような内容を踏まえ、

世界で最も合理的で、利用しやすい制度にすることが求められる。

(1)最初に承認申請する時と、市販後 (期限内)に 再度承認申請する時

とで、求めるデータ等の重複を避けるべきである。

佗)市販後に再度承認申請する時に求めるデータ等は、過剰なデータ収

集等を承認の条件とせず、内容に応じて最適なものとすべきである。

3.保 険外併用療養費制度の積極的な活用

革新的な再生医療等製品が早期に患者に提供されるよう、保険外併

用療養費制度を積極的に活用すべきである。

また、遺伝子治療用医薬品については、再生医療等製品との共通点も多<

あることから、両者の間で指導監督内容に岨輛がないよう配慮するとともに、

再生医療等製品同様に、その確認申請制度を薬事戦略相談で代替すること、
「条件 ・期限付き承認」の対象として明確化することを早急に検討すべきで

ある。

規制改革会議としては、法案成立後、これらの改革事項が早急に実現して

いくよう、引き続き厚生労働省に求めてい<。

以 上
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平成 25年 4月 17日

医療機器に関する規制改革会議の見解

我が国では、欧米等の医療機器先進国に比べて、医療機器の実用化の遅れ 「デバイス ・

ラグ」が大きいJ健 康に長生きしたいという国民の期待に応えるためには、医薬品とは

異なる医療機器の特性を踏まえた制度を構築し、いち早く先進的な医療機器を国民に届

けることが必要である。

現在、厚生労働省において今通常国会 (第183回国会)に 提出すべく検討が進められ

ている薬事法改正法案では、下記の内容などが予定されているとのことである。

(1)医療機器の 「章」を新たに設けること

(2)法律の名称を変更し、「医療機器」を明示すること

(3)製造業を許可制から登録制に改め、要件を簡素化すること

(4)民間の登録認証機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大す

ること

(5)単体プログラムを医療機器の範囲に加え、製造販売等の対象とすること

規制改革会議としては、関連法案の今国会への早期提出を求めるとともに、平成26

年度中に遅滞なく施行することを求める。

また、革新的な医療機器開発を促進するには、「臨床研究中核病院」を指定する医療法

改正法案の早期提出も必要である。この中核病院は、ひいては我が国において世界有数

の医療事業体が形成されるよう、世界に伍する臨床研究の拠点として特に重点化を図る
べきである。

さらに、我が国の医療機器産業が発展し、国民の健康維持 口向上に貢献するために、

規制改革会議として、以下の項目を重点課題として提言する。

審査の迅速化と医療機器の特性を踏まえた認証基準の見直 し

我が国における医療機器の審査は、材質やサイズ等についての細かな要求事項が

多く、メーカーの創意工夫によるイノベーションを阻害する要因となつている。認

証基準で指定される日本工業規格にわずかに合致 しないため、登録認証機関への認

証申請をあきらめたケースも存在する。また、欧米の審査では求め られない原材料

に関する詳細な情報が求められる、仕様の変更ごとに再度の変更審査が必要になる、

などの非効率も存在する。

(1)安 全性を満た しつつ、より必須な要件に絞つた包括的な基準とし、医療機器メー
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カーの開発インセンティプを促進するべきである。

(2)民 間登録認証機関を活用 し、審査の迅速化と審査期間の予見可能性の向上を実現

すべきである。

(3)手続の簡素化 0迅速化、輸出入に関わる規制の見直し等、医療機器の輸出入拡大

に向けた取組を行うべきである。

2.計 画的な認証基準の策定

今般、薬事法改正によつて認証制度が高度管理医療機器に拡大されるにあたって

は、当該医療機器に係る認証基準が整備されていることが前提となつている。

当面、申請件数や承認審査の負担が大きいと考えられる医療機器を優先的に、認

証基準の整備計画を策定し、公表するべきである。

3.登 録認証機関の能力確保 口向上のための工夫

登録認証機関の能力や専門性を確保するため、登録基準を工夫する他、登録認証

機関自体の実質的な審査能力を向上させるような工夫をビル トインすべきである。

なお、医療機器の保険償還価格については、個々の製品の市場価格を評価する 「銘柄

別収載制度」を念頭に、機能区分の細分化を進めることにより、医療機関が患者に最適

な医療機器を選択できるようにするとともに、メーカーの開発インセンティブを高める

べきである。

規制改革会議としては、法案成立後、これらの改革事項が早急に実現していくよう、

引き続き厚生労働省に求めていく。

以上


